
守
護
赤
松
氏
の
領
国
支
配
と
嘉
吉
の
下

水
　
野
　
恭

一

郎
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｝
撫
襯
欄
欝
欝
繋
伽
附
灘
鱗
論
議
嚇
繍
胸
臓
鼎
欄
蹴
鍵
難
…

礁
鰐
難
耀
雛
鐸
自
儘
器
騎
縮
縫
馨
擁
⇔
嘉
吉
の
変
に
お
い
て
ψ
、
町
幕
府
蘇
守
謹
領
凋
制
が

は
し
が
き

　
嘉
吉
元
年
六
月
二
十
四
日
、
当
時
播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
の
守

護
大
名
で
あ
っ
た
赤
松
満
祐
が
、
室
町
将
軍
足
利
義
教
を
京
都
西
、
洞

院
二
条
の
自
第
に
迎
え
て
猿
楽
の
宴
を
催
し
、
席
上
義
教
を
殺
害
し

た
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
嘉
吉
の
変
は
、
　
「
将
軍
舶
此
犬
死
、
古
来
不

聞
其
記
事
也
」
と
「
着
聞
御
記
」
に
も
記
さ
れ
た
室
町
幕
府
の
政
治
史

の
上
に
お
け
る
一
つ
の
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
の
侍

所
別
当
を
兼
ね
、
い
わ
ゆ
る
四
職
家
の
一
と
し
て
、
本
来
幕
府
権
力

の
一
環
を
構
成
す
る
有
力
な
る
守
護
大
名
た
る
赤
松
満
堂
が
、
そ
の

幕
府
権
力
の
頂
点
に
あ
る
室
町
将
軍
義
教
斌
害
の
挙
に
出
ず
る
ま
で

に
こ
れ
と
反
幽
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
に
は
、
そ
こ
に
如

何
な
る
史
的
条
件
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、

か
か
る
非
常
手
機
を
敢
て
し
た
守
護
赤
松
氏
が
、
変
後
に
お
い
て
、
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そ
の
守
護
領
国
が
あ
ま
り
に
も
脆
く
も
崩
れ
去
り
、
没
落
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
。
室
昨
幕
府
の
専
制

酌
支
配
者
将
軍
義
教
と
守
護
大
名
赤
松
氏
と
の
上
に
起
つ
た
こ
の
一

連
の
事
象
の
究
明
は
、
室
町
初
期
、
守
護
領
国
の
展
開
…
期
に
お
け
る

幕
府
権
力
と
守
護
の
領
国
支
配
と
の
関
係
、
ま
た
守
護
の
領
国
支
配

と
い
う
も
の
の
存
在
形
態
を
解
明
す
る
上
の
一
つ
の
素
材
と
な
り
得

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
か
か
る
意
図
の
庵
と
に
、
こ
の
事
件

の
当
事
者
た
る
守
護
赤
松
氏
の
領
国
支
配
の
展
開
の
様
相
を
た
ど
夢

つ
つ
、
嘉
吉
の
変
に
至
る
歴
史
的
背
景
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
竜
の

で
あ
る
。

闘
、
守
護
赤
松
氏
の
成
長
と
在
地
領
主
の
動
向

　
播
磨
の
土
豪
と
し
て
の
赤
松
氏
の
名
が
史
上
に
大
き
く
あ
ら
わ
れ

て
く
る
の
は
、
赤
松
則
村
（
入
道
円
心
）
が
元
弘
の
争
乱
に
宮
方
に
参

じ
、
元
弘
三
年
足
利
尊
氏
と
共
に
京
都
の
六
波
羅
府
攻
略
に
活
躍
し

て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
則
村
以
前
に
お
け
る
赤
松
氏
の
動
静
に
つ

い
て
は
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
赤
松
系
図
や
赤

松
記
な
ど
が
伝
え
る
と
こ
ろ
の
、
建
久
年
盛
祖
先
則
景
が
播
磨
国
佐

用
庄
の
地
頭
職
に
零
せ
ら
れ
た
と
の
所
伝
は
、
ほ
ぼ
信
じ
て
よ
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
佐
用
庄
は
、
東
福
寺
文
書
の
建
長
二
年
十
一
月
日

付
の
九
条
道
家
の
家
領
処
分
状
の
中
に
、
右
大
臣
九
条
忠
家
の
新
御

領
と
し
て
、
和
泉
国
日
根
庄
、
伊
勢
国
華
燭
庄
、
出
雲
国
末
次
庄
な

ど
と
と
も
に
、
播
磨
国
佐
駕
庄
内
、
東
庄
・
西
庄
・
本
位
田
・
新
位

田
・
豊
福
村
・
江
河
村
（
佐
○
椒
翫
）
赤
松
村
（
穂
○
聯
）
千
草
村
・
土
万
村
（
鱒
惣

藤）

ｪ
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
九
条
家
の
家
領
で
あ
っ
て
、

佐
用
郡
の
大
部
分
と
赤
穂
郡
の
北
部
、
宍
粟
郡
の
麺
部
に
わ
た
る
、

ほ
ぼ
干
朝
川
の
中
流
か
ら
上
流
一
帯
の
地
域
を
占
め
る
大
庄
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
赤
松
氏
は
、
こ
の
九
条
家
領
佐
用
庄
の
地
頭

と
し
て
、
庄
内
赤
松
村
に
居
を
占
め
、
鎌
倉
時
代
中
末
期
に
か
け
て
、

そ
の
一
族
を
漸
次
庄
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
繁
宿
せ
し
め
、
頭
播
に

お
け
る
土
豪
騒
在
地
領
主
と
し
て
の
支
配
勢
力
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
赤
松
氏
一
族
の
赤
松
系
図
・
有
馬
系
図
・
石
野

系
図
・
上
月
系
図
な
ど
に
よ
れ
ば
、
則
村
以
前
に
お
い
て
赤
松
氏
の

嫡
流
か
ら
分
派
し
た
庶
流
に
、
　
宇
野
！
得
平
・
柏
原
・
間
島
・
上

月
・
佐
用
・
櫛
田
・
豊
福
・
太
田
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
宇
野

氏
が
佐
用
庄
に
西
隣
す
る
宇
野
庄
の
地
頭
乃
至
は
荘
官
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

推
測
さ
れ
る
外
、
得
平
氏
は
佐
用
庄
得
平
名
の
名
主
で
あ
り
、
そ
の

他
の
諸
氏
も
大
体
佐
用
庄
内
の
地
名
に
そ
の
名
称
が
見
ら
れ
る
の
で
、
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佐
用
庄
を
中
心
に
こ
れ
ら
赤
松
一
族
の
族
的
結
合
勢
力
が
形
勢
さ
れ

て
い
た
と
考
え
わ
れ
る
。
ま
た
揖
西
郡
浦
上
庄
の
地
頭
浦
上
氏
、
あ

る
い
は
小
寺
残
な
ど
は
姻
戚
関
係
を
通
じ
て
の
一
統
で
あ
っ
た
と
思

　
　
　
②

わ
れ
る
。
元
弘
の
争
乱
に
お
け
る
赤
松
回
忌
の
活
動
が
、
こ
れ
ら
の

族
望
結
合
勢
力
を
根
幹
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

あ
る
ま
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
元
弘
の
争
乱
を
経
て
建
武
中
興
が
成
っ
た

後
、
宮
方
と
し
て
活
動
し
た
有
功
将
士
に
対
す
る
論
功
行
賞
に
お
い

て
、
赤
松
氏
に
対
し
て
附
与
さ
れ
た
恩
賞
は
極
め
て
微
少
で
あ
っ
た
。

「
太
平
記
」
に
は
赤
松
剛
村
に
対
す
る
恩
賞
の
微
少
で
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
　
「
公
家
武
家
ノ
輩
、
二
箇
国
一
二
箇
国
ヲ
雨
月
リ
ケ
ル
ニ
、

サ
シ
モ
ノ
軍
忠
有
シ
赤
松
入
道
円
心
二
佐
用
庄
一
所
思
ヲ
行
ハ
レ
、

播
磨
ノ
守
護
職
ヲ
ハ
程
ナ
ク
召
返
サ
レ
ケ
リ
、
サ
レ
ハ
建
武
ノ
乱
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

円
心
俄
二
心
変
シ
テ
朝
敵
ト
ナ
リ
シ
モ
、
此
恨
ト
ソ
聞
ヘ
シ
」
と
記

し
て
お
り
、
則
村
が
一
度
与
え
ら
れ
た
播
麟
守
護
職
を
召
返
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
播
磨
国
司
の
任
は
新
田

義
貞
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
則
村
が
そ
の
功
に
報
い
ら
れ
る
こ
と
少

な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
結
局
は
、
当

時
の
赤
松
氏
が
、
西
遊
の
一
隅
佐
用
庄
の
一
際
豪
一
地
頭
的
在
地
領

主
た
る
の
域
を
な
お
多
く
出
ず
る
存
在
で
な
く
、
中
央
に
お
け
る
発

言
力
も
微
弱
な
小
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
か
く
し
て
赤
松
氏
の
地
頭
的
小
領
主
勢
力
か
ら
地
域
的
大

領
主
勢
力
へ
の
成
長
は
、
こ
の
後
、
南
北
朝
分
裂
後
に
お
け
る
足
利

氏
の
与
党
と
し
て
の
赤
松
則
村
お
よ
び
そ
の
子
範
資
・
頁
範
・
則
祐

ら
の
活
動
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。

　
赤
松
瑚
村
が
足
利
尊
氏
か
ら
播
磨
守
護
に
補
せ
ら
れ
た
時
期
は
明

確
で
は
な
い
。
し
か
し
足
利
尊
氏
の
中
興
政
府
よ
り
の
離
反
と
同
時

に
、
赤
松
愚
筆
・
範
資
父
子
は
そ
の
与
党
に
参
じ
て
お
り
、
建
武
三

年
二
月
、
尊
氏
が
一
度
京
都
に
敗
れ
て
鎮
酉
へ
下
る
に
際
し
、
播
磨

国
室
津
に
お
い
て
諸
将
と
と
も
に
今
後
の
方
策
を
議
し
て
、
四
国
お

よ
び
中
国
の
国
女
を
防
衛
す
べ
き
「
大
将
」
を
定
め
た
際
、
　
「
播
磨

は
赤
松
」
と
定
め
ら
れ
た
と
「
梅
松
論
」
に
見
え
て
お
り
、
こ
の
こ

と
が
直
ち
に
則
村
の
播
磨
守
護
職
補
任
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
に
は

疑
問
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
足
利
尊
氏
が
京
都
を
回
復
し
足
利

政
権
が
樹
立
さ
れ
て
後
、
同
年
十
一
月
十
八
日
、
賀
蹴
爪
社
領
播
磨
室
御

厨
の
下
司
職
井
に
公
文
職
に
対
す
る
室
四
郎
覇
兼
の
濫
妨
を
停
止
す

べ
き
旨
の
尊
氏
の
彿
教
書
を
、
赤
松
言
訳
を
し
て
遵
行
せ
し
め
て
い

　
　
　
④

る
か
ら
、
雛
型
の
播
磨
守
護
職
補
任
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
建
．
武
三
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年
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
三
年
後
の
暦
応
二
年
一
二
月
に
は
、

赤
松
範
資
に
対
し
て
、
摂
津
国
の
水
無
瀬
殿
御
影
堂
領
に
守
護
使
を

入
部
せ
し
め
て
兵
綻
米
を
謎
責
す
る
こ
と
を
停
止
す
べ
き
旨
の
院
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
幕
府
が
伝
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
則
村
の
嫡
男
艶
語
が
、
こ
の

時
以
前
に
摂
津
守
護
に
撫
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
以
後
、
赤
松
氏
は
守
護
と
い
う
幕
府
か
ら
附
与
さ
れ
た

権
威
を
背
景
に
、
南
北
朝
内
乱
の
経
過
の
中
に
、
漸
次
、
領
国
内
の

在
地
小
領
主
層
の
被
窟
化
と
、
直
轄
所
領
の
拡
大
を
進
め
つ
つ
、
地

域
酌
大
領
主
一
守
護
大
名
へ
の
成
長
の
過
程
を
た
ど
っ
て
行
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
守
護
赤
松
氏
一
門
の
直
轄
所
領
の
拡
大
の
状
況
は
、
十
分
こ
れ
を

明
確
に
知
り
得
る
史
料
に
欠
け
て
い
る
が
、
森
川
文
書
の
中
に
、
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

芸
評
資
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
次
の
ご
と
き
所
領
安
堵
状
写
が
あ
る
。

　
　
御
一

下
　
赤
松
美
作
権
守
範
資

　
只
今
早
領
知
播
磨
圏
佐
用
庄
内
赤
松
上
村
、
三
川
村
、
江
州
郷
太
田
方
広
瀬

方
弘
男
、
本
位
田
、
下
得
久
、
同
国
蕎
庄
内
宿
弊
謙
禦
客
木
村
、

　
大
津
村
、
同
圏
淡
河
庄
内
下
村
、
同
国
白
旗
鎮
守
八
幡
春
臼
両
社
神
主
職
、

　
伯
鷲
μ
判
り
八
橋
掘
柵
内
大
敵
月
下
潔
掌
挙
、

右
以
亡
父
円
心
遺
領
、
連
枝
等
各
所
支
配
也
者
、
早
筆
今
年
七
月
廿
八
日
状
、

可
令
領
掌
之
状
如
件

　
　
観
応
元
年
十
二
月
五
日

ζ
の
所
領
安
堵
状
は
、
観
応
元
年
正
月
赤
松
則
村
の
没
後
、
諸
子
に

分
与
さ
れ
た
所
領
の
中
、
惣
領
範
資
に
譲
与
さ
れ
た
分
の
所
領
に
対

す
る
足
利
尊
氏
の
安
堵
状
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
播
磨
国
内
の
所
領
の
中
、
五
箇
庄
は
揖
西
郡
、
淡
河
庄
は
東
播
州
の

美
嚢
郡
内
で
あ
フ
て
、
本
貫
地
佐
用
郡
佐
用
庄
の
外
に
、
か
な
り
広

く
領
国
内
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
所
領
は
、
赤
松
氏
の
本
貫
地
た

る
佐
用
庄
や
、
そ
の
本
城
た
る
白
旗
の
鎮
守
八
幡
春
日
両
社
神
主
職

な
ど
の
含
ま
れ
て
い
る
点
か
ら
、
惣
領
と
し
て
の
範
資
に
譲
与
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
、
帯
磁
は
こ
の
後
問
も
な
く
翌
年
四
月
に
卒
し
、

そ
の
後
赤
松
氏
の
惣
領
的
な
地
位
は
舎
弟
則
祐
が
保
持
し
て
い
る
か

ら
、
恐
ら
く
則
祐
に
伝
領
さ
れ
、
範
資
の
子
光
範
は
、
摂
津
守
護
職

と
と
も
に
、
竜
と
も
と
範
資
が
保
有
し
て
い
た
筈
の
摂
津
国
内
の
所

領
を
伝
領
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
く
則
村
の
子
息
貞
範
の
所
領

は
、
赤
松
系
図
に
「
丹
波
国
春
日
部
、
播
磨
扇
取
川
劇
以
下
二
十
箇

所
拝
領
」
と
あ
る
が
、
丹
波
国
春
日
部
庄
（
○
く
）
お
よ
び
播
磨
国
伊
川

庄
（
葡
綱
）
に
つ
い
て
は
、
貞
範
の
子
孫
が
そ
の
後
な
が
く
赤
松
春
日
部
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と
号
し
て
い
る
こ
と
ゆ
＼
丹
波
安
国
寺
文
書
、
播
磨
大
山
寺
文
欝
の

諸
文
書
に
徴
し
て
疑
い
な
い
。
そ
の
他
の
所
領
に
つ
い
て
は
十
分
明

ら
か
で
な
い
が
、
播
磨
国
多
可
庄
（
O
旅
西
郡
）
の
地
頭
職
を
保
有
し
て
い
た

・
と
罐
か
で
秘
・
ま
た
大
徳
姦
懲
国
小
宅
庄
（
逓
の
三
職

半
分
を
、
赤
松
貞
範
（
入
道
女
僧
）
が
貞
宗
（
一
族
か
）
と
と
も
に
押

領
し
、
そ
の
非
法
を
止
む
べ
・
き
こ
と
を
幕
府
が
し
ば
し
ば
播
磨
守
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

赤
松
主
思
に
令
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
荘
園
所
職
を
侵
し
つ
つ
、

そ
の
所
領
の
拡
大
の
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
う
か
が
い
得

る
。
ま
た
同
じ
く
欄
村
の
子
息
の
一
人
で
あ
る
赤
松
氏
範
の
所
領
は
、

赤
松
系
図
な
ど
に
「
摂
津
国
露
髄
、
岡
国
憲
馬
、
備
前
馬
屋
郷
拝
領
」

と
あ
る
が
、
　
こ
の
記
載
も
ほ
ぼ
信
ず
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
応
安
元
年
、
安
逸
左
衛
門
入
道
性
愛
が
摂
津
国
江
口
五
ケ
庄
の

地
頭
職
を
宛
行
わ
れ
た
際
に
、
氏
範
が
同
説
は
中
島
（
O
酉
成
郡
）
の
内
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
と
称
し
て
、
こ
れ
を
支
え
て
い
る
こ
と
や
、
氏
範
の
軍
事
活
動
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
ば
し
ば
摂
津
中
島
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
氏
範
が

爾
党
と
し
て
最
後
に
討
死
を
遂
げ
て
い
る
の
が
摂
津
有
馬
郡
と
播
磨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

国
境
の
清
水
寺
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
竜
推
察
さ
れ
る
。
な
お
有

馬
郡
は
そ
の
後
、
赤
松
則
祐
の
子
義
祐
（
有
馬
氏
の
組
）
に
伝
領
さ
れ

て
い
る
。
則
村
お
よ
び
そ
の
嫡
子
範
資
が
絹
つ
い
で
卒
し
た
後
、
赤

松
氏
の
惣
領
と
し
て
本
国
播
磨
の
守
護
と
な
っ
た
の
は
赤
松
則
祐
で

あ
る
。
則
祐
の
播
磨
守
護
で
あ
っ
た
時
代
は
、
観
応
年
間
の
足
利
尊

民
・
直
義
兄
弟
の
内
訂
に
端
を
発
し
て
、
幕
府
勢
力
の
内
部
分
裂
か

ら
、
観
応
・
文
和
・
康
安
・
良
治
に
わ
た
っ
て
、
繭
北
両
党
の
争
乱

が
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
殊
に
激
し
さ
を
加
え
た
時
期
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
争
乱
の
経
過
の
中
に
あ
っ
て
、
則
祐
は
、
観
応
二

年
の
後
半
一
時
南
軍
に
投
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
観
応
三
年
以
後

は
終
始
足
利
将
軍
尊
氏
・
義
詮
に
密
着
し
た
有
力
な
る
与
党
と
し
て

行
動
し
、
こ
の
戦
闘
の
聞
に
領
国
播
謄
国
内
の
在
地
領
主
層
の
守
護

被
官
へ
の
組
織
化
を
進
め
つ
つ
、
播
磨
守
護
と
し
て
の
領
国
支
配
権

を
強
化
せ
し
め
て
行
く
と
と
も
に
、
一
方
、
播
磨
守
護
家
赤
松
氏
の

室
町
幕
府
内
部
に
弾
け
る
確
乎
た
る
地
位
を
も
、
こ
の
間
に
約
束
づ

け
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
真
治
の
兵
乱
が
お
さ
ま
っ
た
後
、

播
磨
守
護
職
に
加
え
て
、
備
前
守
護
職
が
瑚
祐
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

縄
墨
が
補
任
さ
れ
る
以
前
の
備
前
守
護
は
松
田
備
前
守
信
璽
で
あ
る

が
、
貞
治
の
兵
乱
に
際
し
て
松
田
氏
の
動
向
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

南
党
山
名
師
義
の
軍
に
備
前
国
内
を
席
捲
さ
れ
た
こ
と
の
責
を
問
わ

れ
て
備
前
守
護
を
免
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
隣
国
播
磨
守
護
赤
松

則
祐
の
累
年
の
勲
功
、
殊
に
康
安
元
年
、
南
軍
の
京
都
攻
略
の
際
、
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⑪

将
軍
義
詮
の
幼
児
義
満
を
則
祐
が
播
磨
白
旗
城
に
保
護
し
た
功
績
な

ど
に
よ
り
、
松
田
氏
に
代
っ
て
備
前
守
護
職
が
附
与
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
則
祐
の
遺
跡
は
礁
団
子
義
則
が
㎜
剛
い
だ
が
、
義
則
の
時
代
に

は
播
磨
・
備
前
守
護
の
他
に
、
山
名
氏
の
明
徳
乱
の
結
果
、
明
徳
三

年
正
月
、
山
名
義
理
の
旧
領
国
美
作
国
の
守
護
職
が
恩
賞
と
し
て
更

　
　
　
　
　
⑭

に
附
加
せ
ら
れ
て
、
こ
こ
に
赤
松
惣
領
家
の
領
国
は
播
磨
・
備
前
・

美
作
三
国
に
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
つ
い
で
義
則
は
幕
府
の
重
職

た
る
侍
所
別
当
の
地
位
を
も
得
て
、
い
わ
ゆ
る
四
職
家
と
し
て
、
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

町
幕
府
内
部
に
お
け
る
有
力
な
る
地
位
も
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

か
く
し
て
赤
松
氏
は
、
南
北
朝
分
裂
の
は
じ
め
西
播
の
一
隅
佐
用
庄

に
お
け
る
土
豪
1
1
地
頭
的
領
主
で
あ
っ
た
存
在
か
ら
、
南
北
朝
の
内

乱
六
十
年
を
経
過
す
る
問
に
、
そ
の
惣
領
家
は
播
磨
・
備
前
・
美
作

一二

曹
�
ｻ
の
領
国
と
し
て
保
有
し
、
且
つ
室
町
幕
府
内
部
に
お
い
て

も
優
位
を
占
め
る
有
力
な
る
守
護
大
名
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
し
て
守
護
赤
松
氏
の
領
国
支
配
が
拡
大
さ
れ
て
行
く

に
従
っ
て
、
そ
の
領
国
支
配
の
基
盤
と
な
る
べ
き
騨
国
内
の
在
地
小

領
主
層
の
掌
握
、
そ
の
被
官
化
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
行
っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
播
磨
守
護
代
宇
野
氏
を
は
じ
め
得
平
・
間

島
以
下
早
く
よ
り
族
的
結
合
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
赤
松
氏
の
一
族

が
、
そ
の
直
臣
団
的
被
官
と
し
て
、
領
国
支
配
の
中
核
と
な
っ
た
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
直
臣
団
的
被
官
に
対
す
る
所
領
給
付
の

状
況
は
、
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
閣
島
五
郎
左
衛
門

尉
則
清
は
、
貞
和
四
年
勲
功
の
賞
と
し
て
、
華
東
郡
石
見
庄
三
分
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

井
に
野
口
保
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
得
平
氏
が
多
可
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

安
田
庄
（
九
条
家
領
）
の
地
頭
職
を
保
有
し
、
守
護
代
宇
野
氏
が
宍
粟

郡
高
家
庄
・
熊
野
庄
な
ど
に
そ
の
給
地
を
も
つ
て
い
た
こ
と
も
確
か

　
　
　
　
　
⑲

の
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
赤
松
一
族
の
直
臣
団
的
被
官
以
外
の
、
領

国
内
の
地
頭
・
荘
官
乃
至
は
上
層
名
主
な
ど
の
在
地
領
主
層
の
守
護

被
官
へ
の
組
織
化
も
、
南
北
朝
内
乱
期
を
経
過
す
る
間
に
漸
次
進
め

ら
れ
て
・
お
り
、
例
え
ば
島
津
忠
兼
…
・
同
忠
親
、
安
積
盛
兼
、
後
藤
…
密

事
、
粟
生
田
次
郎
左
衛
門
尉
ら
の
ご
と
き
は
、
守
護
赤
松
鬼
頭
下
の

有
力
な
る
兵
力
と
し
て
早
く
よ
り
行
動
し
て
い
る
。
島
津
忠
兼
は
、

そ
の
本
領
は
下
揖
保
庄
西
方
地
頭
職
で
あ
る
が
、
建
武
三
年
以
来
赤

松
民
の
白
旗
城
軍
勢
と
し
て
軍
功
の
あ
っ
た
恩
賞
と
し
て
、
建
武
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
、
下
揖
保
庄
東
方
地
頭
職
を
も
給
付
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
紀
和
五

年
に
は
揖
西
郡
布
施
郷
の
地
頭
職
、
観
応
二
年
に
は
更
に
布
施
郷
下

司
職
を
至
恩
さ
れ
て
い
菊
籍
蕪
は
・
宍
粟
郡
北
部
婁
葎
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㌧

に
本
領
を
有
す
る
西
播
州
北
都
の
土
豪
一
在
地
領
主
で
あ
る
が
、
守

護
赤
松
則
祐
劇
毒
の
「
赤
旗
一
揆
」
と
し
て
一
族
と
も
に
活
躍
し
て

雪
、
本
塁
謎
下
司
公
量
器
に
三
方
西
委
聡
斜
道
村

田
畠
等
を
安
堵
さ
れ
、
玖
後
、
嘉
吉
変
の
頃
に
至
る
ま
で
、
安
積
氏

は
守
護
赤
松
氏
の
有
力
な
る
直
臣
的
被
官
と
な
っ
て
い
る
。
後
藤
三

景
も
、
そ
の
所
領
関
係
は
詳
ら
か
で
な
い
が
播
磨
の
在
地
領
主
で
あ

り
、
安
積
盛
兼
ら
と
と
も
に
、
終
始
赤
松
則
祐
案
下
の
「
下
紅
一
揆
」
の

人
数
と
し
て
多
面
的
な
活
躍
を
し
、
し
ば
し
ば
感
状
を
与
え
ら
れ
て

　
⑳

い
る
。
文
和
三
年
、
石
清
水
八
幡
宮
領
播
磨
国
松
原
庄
（
O
飾
磨
郡
）
の
公
文

跡
を
恩
給
さ
れ
、
公
文
職
に
混
じ
て
惣
庄
を
押
領
し
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
領
家
と
の
間
に
紛
争
を
起
し
て
い
る
後
藤
筑
後
入
道
な
ど
竜
、
後

藤
基
景
ら
の
一
族
と
思
わ
れ
る
。
粟
生
田
次
郎
左
衛
門
尉
も
、
観
応

の
兵
乱
の
頃
に
赤
松
則
祐
の
手
勢
と
し
て
活
動
し
て
い
る
一
人
で
あ

る
が
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
給
付
さ
れ
た
播
磨
国
田
中
庄
の
半
済
の
こ

と
に
関
し
て
荘
園
領
主
と
の
闘
に
紛
争
を
起
し
て
い
る
。
田
中
庄
は
、

も
と
三
宝
院
門
跡
賢
俊
僧
正
の
所
領
で
あ
っ
た
が
、
賢
俊
は
延
文
二

年
六
月
こ
れ
を
弟
子
の
律
師
賢
宣
に
譲
与
し
て
い
る
。
粟
生
田
野
と

の
間
の
紛
争
は
、
文
和
二
年
賢
俊
の
時
代
か
ら
始
り
、
・
賢
宜
へ
譲
与

さ
れ
た
後
も
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
紛
争
は
、
．
粟
生
田
氏
が
恩
賞
と

し
て
同
庄
の
半
済
を
給
付
さ
れ
た
こ
と
を
足
が
か
り
に
、
地
頭
と
号

し
て
下
地
を
押
領
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
こ

の
紛
争
は
、
守
護
赤
松
氏
の
力
を
背
景
に
も
つ
．
粟
生
田
氏
に
対
し
て
、

賢
宣
律
師
の
力
を
も
つ
て
し
て
は
容
易
に
解
決
し
得
な
い
ま
ま
に
、

賢
宣
は
同
庄
を
大
徳
寺
の
徳
禅
寺
塔
頭
正
伝
庵
に
寄
進
し
て
い
る
が
、

徳
禅
寺
領
と
な
っ
た
後
も
、
粟
生
田
氏
の
押
領
を
遂
に
退
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
出
来
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
地
頭
・
荘
官
乃
至
は
上
層
名
主
な
ど
の
在
地
領

主
層
が
守
護
の
被
官
と
し
て
、
そ
の
掌
握
下
に
組
織
づ
け
ら
れ
て
行

く
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
即
ち
守
護
の
領
国
支
配
権
を
拡
大
強
化
す

る
所
以
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
密
事
、
在
地
領
主
た
ち
も
、
幕

府
権
力
を
背
後
に
担
う
と
こ
ろ
の
守
護
の
被
官
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
既
得
の
所
領
を
安
堵
さ
れ
、
あ
る
い
は
新
た
に
愚
賞
の
地
を
給

付
さ
れ
、
更
に
は
守
護
の
被
官
た
る
の
権
威
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
荘

園
所
職
な
ど
を
侵
し
つ
つ
、
在
地
領
主
と
し
て
の
自
己
の
所
領
の
拡

大
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
は
、
南
北
朝
内

乱
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
領
国
内
に
お
い
て
、
ひ
と
し
く
進
行
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
播
磨
国
内
の
形
勢
に
つ
い
て
、
な
お
こ

三
の
呉
体
例
を
追
う
て
み
る
と
、
東
寺
領
矢
野
庄
に
お
け
る
那
波
浦
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地
頭
海
老
名
源
三
郎
・
同
母
左
衛
門
尉
、
佐
方
浦
地
頭
七
沢
左
衛
門

太
郎
ら
の
例
名
領
家
職
に
対
す
る
押
領
、
同
じ
く
矢
野
庄
例
名
内
重

藤
十
六
名
地
頭
職
井
に
公
文
以
下
の
所
職
に
対
す
る
坂
越
庄
地
頭
飽

賜
斎
藤
九
郎
左
衛
門
尉
光
泰
、
あ
る
い
は
小
河
民
部
少
輔
顕
現
・
同

次
郎
兵
衛
入
道
ら
の
違
乱
に
つ
い
て
は
、
既
に
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
飽
問
光
泰
は
、
「
太
平
記
」
に
よ
れ
ば
、

南
北
朝
内
乱
の
初
め
よ
り
赤
松
則
祐
の
被
官
と
し
て
合
戦
の
場
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

動
を
共
に
し
て
お
り
、
矢
野
庄
に
対
す
る
違
乱
押
妨
も
、
延
文
五
年

東
寺
雑
和
順
憲
の
申
状
に
、
　
「
近
年
飽
間
九
郎
左
衛
門
入
道
、
自
守

護
方
、
称
被
宛
行
兵
線
料
所
、
一
事
知
行
当
選
重
藤
十
六
名
井
公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
．

職
漁
」
と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
ご
と
く
、
守
護
被
官
と
し
て
、
守
護
の

権
威
を
多
量
に
負
う
て
の
行
動
で
あ
る
し
、
小
河
民
部
少
輔
顕
長
ら

も
守
護
赤
松
の
家
人
で
あ
る
。
ま
た
観
応
元
亀
六
月
、
矢
野
庄
学
衆

方
所
務
職
を
競
望
す
る
僧
房
深
の
諮
ら
い
を
得
て
同
庄
に
乱
入
し
た

真
殿
兵
衛
次
郎
守
｛
島
も
、
守
護
の
被
官
で
あ
っ
て
、
　
「
守
護
被
官
の

権
威
を
以
て
庄
家
に
乱
入
し
地
下
を
濫
妨
」
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て

お
り
、
一
方
、
彼
は
矢
野
庄
例
名
内
の
是
藤
名
を
屯
僧
実
円
と
争
つ

　
　
　
⑳

て
い
る
。
ま
た
那
波
罪
源
一
二
郎
は
、
文
和
二
年
志
無
月
、
「
山
－
津
河
縫
口
上
」

即
ち
守
護
赤
松
則
祐
方
か
ら
矢
野
庄
公
田
方
の
預
所
を
拝
領
し
た
と

号
し
て
・
大
勢
を
率
い
て
公
男
に
打
入
っ
て
い
輪
そ
の
他
・
八

坂
法
観
寺
領
英
賀
散
在
田
井
に
坂
本
導
管
家
職
に
対
し
て
観
応
二
年

七
月
以
来
濫
妨
を
つ
づ
け
て
い
る
英
賀
野
中
阿
闘
型
∵
り
の
英
賀
氏
一

族
輪
守
護
被
官
の
飾
磨
郡
南
部
の
土
豪
1
1
在
地
領
主
で
あ
り
藩

磨
国
広
峯
祉
領
土
山
嵐
内
萩
凍
村
地
頭
職
を
押
妨
し
て
い
る
浦
上
孫

　
　
　
⑨

三
郎
は
、
赤
松
氏
の
直
臣
的
被
官
浦
上
氏
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
ま
た

播
磨
国
弘
次
別
府
は
、
仙
洞
御
剛
将
料
所
と
し
て
笹
野
社
女
務
執
行

玉
本
が
拝
領
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
永
和
三
年
、
守
護
被
官
人

た
ち
が
、
有
晴
・
能
平
ら
の
語
ら
い
を
得
て
押
領
し
て
い
る
の
で
、

厳
密
の
院
宣
を
武
家
に
下
さ
れ
、
守
護
方
の
違
乱
を
停
止
さ
れ
た
い

　
　
　
　
　
　
⑧

と
訴
え
て
い
る
。
・
か
く
の
如
き
在
地
領
主
層
の
荘
園
聖
職
に
対
す
る

侵
犯
は
、
爾
北
朝
内
乱
期
を
通
じ
て
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
程
の
竜

の
で
あ
り
、
戦
乱
中
の
混
乱
と
、
守
護
領
国
形
成
期
に
お
け
る
守
護

方
の
在
地
領
主
層
の
掌
握
、
被
官
化
へ
の
欲
求
の
勢
に
乗
っ
て
、
在

地
領
主
層
が
荘
園
を
侵
略
し
つ
つ
成
長
し
て
行
く
姿
が
こ
こ
に
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
し
て
、
室
町
幕
府
は
荘
圏
領
・
曝
露
か

ら
の
肩
凝
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、
違
乱
の
停
止
を
し
き
り
に
守
護
に
令

し
て
い
る
が
、
守
護
は
ま
た
在
地
領
主
層
の
荘
園
領
主
と
の
対
立
を

利
用
し
つ
つ
、
か
れ
ら
を
守
護
被
官
と
し
て
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
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て
、
領
圏
支
配
を
確
実
に
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
幕
命
の
盛
行
も
常
に
遅
滞
し
勝
ち
で
あ
り
、
ま
た
止
む
こ
と

を
得
ず
遵
行
は
し
て
も
、
　
「
毎
度
立
還
蕩
揺
行
之
地
、
濫
妨
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
ケ
ー
ス
が
極
め
て
多
い
。

　
か
く
の
如
き
在
地
領
主
腰
の
成
長
と
、
こ
れ
ら
在
地
領
主
を
被
官

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伸
長
さ
れ
て
行
く
守
護
の
領
国
支
配
の
展
開

は
、
荘
園
定
職
を
侵
し
、
荘
園
制
を
醜
女
に
解
体
せ
し
め
つ
つ
進
め

ら
れ
て
行
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
領
国
内
に
在
地
せ
ざ
る
武
家

所
領
の
維
持
を
も
園
難
な
ら
し
め
て
き
た
こ
と
は
、
当
然
考
え
得
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
永
原
慶
二
氏
が
、

安
保
文
書
を
引
用
し
て
、
武
蔵
国
に
本
領
を
有
す
る
御
家
人
安
保
光

泰
の
所
領
の
場
合
を
例
に
あ
げ
、
鎌
倉
幕
府
一
荘
園
綱
的
な
散
在
す

る
所
領
の
保
持
が
、
南
北
朝
内
乱
期
に
は
困
難
と
な
っ
て
き
た
こ
と

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
暦
応
一
二
年
当
時
、
こ
の
安
保
光
泰
の
所
領

の
中
、
播
磨
国
に
あ
っ
た
佐
土
余
部
の
内
の
西
志
方
郷
（
聖
画
）
は
ま
だ

無
事
で
あ
る
が
、
東
志
方
郷
は
「
難
被
成
度
々
御
施
行
、
赤
松
入
道
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

円
心
押
領
間
、
訴
訟
最
中
也
」
と
い
う
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ

と
同
様
の
状
態
は
、
こ
の
安
保
光
泰
ら
の
嗣
族
で
や
は
り
武
蔵
国
埼

西
郡
成
田
郷
に
本
領
を
有
す
る
御
家
人
成
田
基
員
の
場
合
に
も
見
ら

れ
る
。
成
田
夢
心
の
所
領
は
本
領
成
田
郷
の
ほ
か
武
蔵
国
内
・
陸
奥

国
・
播
磨
国
な
ど
に
散
在
し
、
播
磨
国
内
で
は
直
濡
庄
北
方
地
頭
職

井
に
二
幅
・
友
安
名
を
保
有
し
て
お
り
、
こ
の
須
富
庄
の
地
頭
職
は
、

祖
先
丹
治
実
員
が
承
久
の
勲
功
賞
と
し
て
恩
給
さ
れ
、
以
後
相
伝
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も

た
屯
の
で
あ
る
が
、
暦
応
二
年
当
時
、
　
「
当
国
に
皇
女
せ
ず
と
称
し
、

魔
所
た
り
と
号
し
て
」
赤
松
次
郎
入
道
円
心
が
、
大
内
八
郎
入
道
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

白
旗
城
合
戦
の
恩
賞
と
し
て
宛
行
つ
た
と
幕
府
に
訴
え
て
い
る
。
こ

の
時
の
訴
訟
は
、
足
利
直
義
か
ら
「
於
当
地
頭
職
者
、
如
官
幣
領
掌
し

と
撫
せ
ら
れ
て
、
一
応
落
居
し
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
更
に

基
底
の
子
成
田
下
総
守
泰
員
（
入
道
道
成
）
の
時
に
至
っ
て
、
・
叉
和
三

年
以
来
、
守
護
赤
松
則
祐
の
被
官
で
あ
る
河
原
蔵
人
配
賦
に
よ
っ
て

押
領
ざ
れ
、
度
肉
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、
　
「
被
成
還
補
血
下
文
、
守
護

遵
行
止
処
、
立
重
々
押
領
」
と
い
う
状
態
で
、
明
徳
四
年
当
蒔
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
て
も
な
お
河
原
氏
の
押
領
は
続
い
て
い
る
。
結
局
こ
の
所
領
は
、

そ
の
後
応
永
二
年
成
田
泰
員
は
、
重
代
耀
伝
の
本
領
で
あ
る
が
「
此
」

闘
不
知
行
に
依
り
」
と
し
て
、
祇
園
社
造
営
料
に
十
五
箇
年
を
限
り

契
約
し
、
十
五
箇
年
を
過
ぎ
た
後
は
年
貢
毎
年
百
貫
文
を
菊
園
宝
寿

院
に
永
代
寄
進
す
る
と
い
う
処
遣
を
と
っ
て
い
る
が
、
事
実
上
放
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
、

し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
幕
府
の
評
定
衆
摂
津
能
秀
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守護赤松氏の譲園支配と嘉吉の燦（水野）

は
、
美
濃
・
土
佐
・
伊
語
・
備
中
・
伊
賀
・
和
泉
・
上
野
・
武
蔵
・

加
賀
・
近
江
な
ど
に
分
散
し
た
所
領
を
保
有
し
て
い
る
が
、
明
徳
三

年
山
名
氏
の
乱
訴
、
元
美
作
守
護
山
名
義
理
の
旧
領
美
作
国
布
施
庄

お
よ
び
餅
和
東
郷
を
近
江
国
内
の
所
領
の
替
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
新
馬
の
美
作
の
所
領
は
早
く
も
押
領
せ
ら
れ
て
（
新

守
護
赤
松
氏
も
し
く
は
在
地
領
主
た
ち
に
）
、
　
宛
行
わ
れ
た
も
の
の
打
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
容
易
に
遵
行
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
い
ず
れ
に
し

て
竜
、
守
護
領
国
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
殊
に
在
地
領
主
層
の
成

長
の
著
し
い
畿
内
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
は
、
所
領
の
支
配
体
制
に

新
た
な
再
編
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
成
長
し
て
行
く
在
地
領
主
層
の
把
握
の
上
に
、

地
域
的
な
封
建
的
領
主
制
が
守
護
領
国
の
中
に
形
成
さ
れ
て
行
く
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
守
護
大
名
の
こ
の
よ
う
な
在
地
領
主
層
の
被

官
化
乃
至
掌
握
は
、
必
ず
し
も
容
易
に
進
行
し
て
い
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
守
護
の
領
圏
支
配
の
未
だ
安
定
し
な
い
南
北
朝
内
乱
期
に
お

い
て
は
、
領
国
内
の
国
人
塁
在
地
領
主
の
申
に
は
、
容
易
に
守
護
の

掌
握
下
に
入
ら
な
い
在
地
領
主
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
。

赤
松
既
の
領
国
播
磨
国
内
に
お
い
て
も
、
歴
野
営
・
三
年
の
頃
、
明

石
郡
押
部
庄
の
土
豪
神
沢
左
籍
門
尉
や
揖
東
郡
福
井
庄
西
保
の
地
頭

吉
川
経
義
（
安
芸
吉
川
氏
の
庶
流
）
ら
は
南
軍
に
虚
し
て
守
護
赤
松
勢

　
　
　
　
　
⑭

と
戦
っ
て
お
り
、
　
「
近
年
之
儀
、
御
敵
之
城
令
散
在
干
国
中
」
と
い

　
　
　
　
　
　
⑬

う
備
蓄
で
あ
っ
た
。
殊
に
足
利
氏
の
内
部
分
裂
に
と
も
な
う
観
応
か

ら
文
和
に
か
け
て
の
兵
乱
の
際
に
は
、
播
磨
国
内
の
国
人
一
在
地
領

主
も
必
ず
し
も
守
護
方
に
属
せ
ず
、
飾
磨
郡
広
峯
社
の
社
家
に
し
て

土
豪
で
あ
る
御
家
人
広
峯
長
倉
・
鉱
主
長
ら
が
、
観
応
二
年
足
利
直

義
の
招
き
に
応
じ
て
値
義
の
党
石
塔
頼
房
の
軍
に
属
し
、
赤
松
則
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
軍
と
加
東
郡
滝
野
城
に
戦
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
守
護
赤
松
勢

は
領
国
内
各
所
の
敵
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
福
井
庄
東

保
上
村
地
頭
吉
川
経
景
は
、
観
応
三
年
に
は
自
身
は
老
体
病
者
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
し
て
代
官
堀
光
重
を
守
護
赤
松
の
手
に
参
加
せ
し
め
て
は
い
る
が
、

そ
の
後
も
守
護
被
官
と
し
て
の
結
び
つ
き
は
不
明
確
で
あ
る
。
国
人

盤
在
地
領
主
の
動
向
が
不
明
確
な
場
合
、
守
護
が
そ
の
権
力
を
以
て

こ
れ
に
強
圧
を
加
え
、
軍
陣
へ
の
着
到
を
強
請
し
て
い
る
場
合
も
あ

る
。
暦
応
三
年
、
東
大
寺
点
播
韓
国
加
東
郡
大
部
庄
の
預
所
僧
発
賢

の
申
状
等
に
よ
れ
ば
、
聖
賢
ら
は
前
々
よ
り
守
護
の
催
促
に
応
じ
て

し
ば
し
ば
軍
陣
に
参
じ
、
涯
分
の
軍
器
を
抽
ん
じ
た
に
竜
か
か
わ
ら

ず
、
　
「
其
後
無
沙
汰
候
と
て
、
可
被
入
給
主
由
催
促
」
し
、
遂
に
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

護
使
と
号
し
て
預
所
に
乱
入
し
、
　
「
難
読
後
者
、
不
済
寺
家
之
年
貢
、
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學

あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
モ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

濡
事
可
随
守
護
郡
下
知
之
旨
煮
出
講
文
之
由
、
及
倣
々
部
属
之
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

沙
汰
人
百
姓
等
少
々
既
記
私
宅
而
令
逃
散
畢
」
と
見
え
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
他
に
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
。

　
そ
れ
に
し
て
亀
、
播
磨
国
の
場
合
の
よ
う
に
、
守
護
赤
松
氏
が
本

来
国
内
に
歴
史
的
な
足
場
を
も
つ
た
在
地
領
主
の
出
身
で
あ
る
守
護

領
国
に
お
い
て
は
、
在
地
領
主
の
掌
握
、
そ
の
被
官
化
も
比
較
的
困

難
さ
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
備
前
・
美
作
な
ど
、
赤
松
氏

の
本
領
に
隣
接
し
て
い
る
と
は
云
っ
て
も
、
在
地
に
足
場
を
も
つ
こ

と
の
少
い
新
附
の
領
国
に
対
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
人
－
一

在
地
領
主
層
の
掌
握
に
は
多
く
の
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
は

推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
勿
論
、
鐵
治
年
間
、
赤
松
二
言
が
備
前
守
護

職
を
拝
領
す
る
と
と
も
に
、
守
護
代
浦
上
行
景
・
同
助
景
ら
を
は
じ
め

と
し
て
、
直
臣
的
被
官
を
備
前
に
入
部
せ
し
め
、
こ
れ
ら
の
被
官
に
対

す
る
所
領
の
給
付
と
と
も
に
、
国
人
H
在
地
領
主
の
被
官
化
へ
の
努

力
も
当
然
進
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
随
心
院
交
書
に
よ
れ
ば
、
永
和

二
年
、
東
大
寺
領
備
前
国
（
邑
久
郡
）
爾
長
沼
庄
内
の
吉
富
・
得
益
・
重

富
・
永
吉
以
下
の
名
肉
を
喜
多
野
将
監
が
押
領
し
、
度
々
の
仰
に
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
わ
ら
ず
事
行
わ
れ
ず
と
あ
る
が
、
喜
多
野
将
監
は
播
磨
か
ら
入
部

し
た
赤
松
氏
の
直
臣
的
被
官
で
あ
り
、
守
護
赤
松
氏
の
直
轄
的
支
配

権
の
拡
大
が
、
そ
の
被
官
の
荘
園
侵
略
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
て
い
る

様
を
う
か
が
い
得
る
が
、
一
方
ま
た
紙
園
社
領
備
前
国
（
磐
梨
郡
）
可

真
本
免
田
や
熊
野
本
宮
領
散
在
斗
餅
田
に
対
す
る
中
沢
・
福
富
氏
や

小
野
玄
盛
一
族
ら
国
人
た
ち
の
累
年
の
押
領
に
対
し
て
、
　
「
錐
被
成
、

御
教
書
於
守
護
、
更
不
及
遵
行
之
闘
、
所
被
仰
也
」
と
し
て
、
幕
府
が

康
応
元
年
、
元
備
前
守
護
の
一
族
た
る
松
田
十
郎
左
衛
門
尉
お
よ
び

須
々
木
備
中
入
道
ら
の
備
前
国
内
の
土
豪
的
在
地
領
主
に
対
し
て
、

直
接
に
御
良
書
を
下
し
、
国
人
ら
の
濫
妨
停
止
を
沙
汰
す
べ
き
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
令
し
て
い
る
こ
と
は
、
新
守
護
が
新
附
の
領
国
に
お
け
る
国
人
た

ち
の
被
官
化
を
進
め
る
た
め
に
、
か
れ
ら
の
押
領
停
寵
を
積
極
的
に

遵
行
ず
る
こ
と
を
や
は
り
購
短
し
て
い
る
と
い
う
面
も
確
か
に
考
え

ら
れ
る
が
、
新
附
の
領
国
に
お
け
る
国
人
一
在
地
領
主
摺
の
真
の
掌

握
は
容
易
に
進
め
難
き
こ
と
で
あ
り
、
幕
府
も
、
む
し
ろ
国
人
中
の

有
力
な
る
土
豪
的
在
地
領
主
が
群
小
領
主
摺
に
対
し
て
も
つ
説
得
力

に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
を
推
察
し
得
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
屯
守
護
が
幕
府
よ
り
領
国
支
配
権
を
附
与

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
幕
府
権
力
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
の
領

主
権
が
外
形
的
に
は
逐
次
拡
大
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
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て
、
美
作
圏
の
場
合
に
お
い
て
も
、
赤
松
義
則
の
美
作
守
護
補
任
後
、

守
護
代
英
保
満
遍
以
下
記
吾
・
魚
澄
・
志
水
・
平
位
ら
の
赤
松
氏
被

官
が
相
つ
い
で
播
磨
よ
り
入
部
し
て
在
地
を
支
配
し
て
お
り
、
明
徳

四
年
七
月
、
美
作
国
（
英
田
郡
）
粟
井
庄
内
新
免
村
地
頭
職
井
に
公
文

職
（
新
免
兵
庫
助
跡
）
が
、
新
守
護
赤
松
氏
の
本
国
た
る
播
磨
一
宮
伊

和
神
社
の
修
理
造
営
料
所
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、

新
守
護
の
も
と
に
お
け
る
領
国
化
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
㊥

す
一
例
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
南
北
朝
内
乱
期
を
経
過
し
、
明
徳
乱

・
応
永
乱
も
鎮
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
室
町
幕
府
の
専
制
支
配
の
下

に
、
守
護
領
国
も
、
そ
の
形
成
期
を
経
て
一
応
の
安
定
期
に
入
り
、

こ
こ
に
室
町
幕
府
一
守
護
領
国
体
制
が
外
形
的
に
は
確
立
さ
れ
た
か

に
冤
え
た
の
で
あ
る
。

二
、
室
町
幕
府
専
制
と
守
護
大
名

　
南
北
朝
内
乱
期
を
経
過
し
て
、
そ
の
間
に
守
護
大
名
の
領
国
支
配

は
外
形
的
に
は
一
応
確
立
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
し
か
し
、

ぽか
く
し
て
形
成
さ
れ
た
守
護
領
国
は
、
な
お
、
そ
の
内
に
一
貫
し
た

封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
形
成
さ
れ
た
強
固
な
地
域
的
分
権
的
権
力

と
し
て
出
現
し
た
屯
の
で
は
な
か
っ
た
。
守
護
領
国
が
、
強
個
な

地
域
的
分
権
的
権
力
と
し
て
純
粋
の
封
建
的
支
配
秩
序
を
確
立
す
る

こ
と
を
は
ば
ま
れ
て
い
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
そ
の
領
国
内
に
な

お
古
代
的
な
荘
園
1
1
寺
社
本
所
領
が
根
強
く
残
存
し
て
い
た
こ
と
で

あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、
領
国
内
の
在
地
勢
力
の
掌
握
が
な
お
必
ず

し
も
確
実
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
守
護

大
名
の
成
長
と
、
そ
の
領
国
支
配
の
展
開
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て

荘
園
騒
三
型
本
所
領
の
侵
略
の
上
に
形
成
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

守
護
の
領
国
内
に
お
け
る
直
轄
的
支
配
権
も
、
守
護
乃
至
は
そ
の
直

臣
団
に
よ
る
荘
園
所
職
の
獲
得
、
あ
る
い
は
半
済
∵
守
護
請
・
守
護

代
官
請
な
ど
の
形
に
お
い
て
、
荘
園
の
実
質
的
支
配
権
を
掌
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
領
国
内
の

国
人
1
1
在
地
領
主
禰
を
掌
握
し
て
、
こ
れ
を
被
官
化
す
る
こ
と
も
、

も
と
も
と
藏
園
の
地
頭
・
荘
官
乃
至
は
名
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
在
地

小
領
主
た
ち
が
、
更
に
新
た
な
る
荘
園
所
職
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
在
地
勢
力
を
拡
大
せ
ん
と
す
る
欲
求
を
、
守
護
と
い
う
権
威

に
よ
っ
て
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。

守
護
領
国
の
形
成
期
で
あ
る
南
北
朝
内
乱
期
が
、
守
護
や
守
護
被
官

ら
の
、
荘
園
所
職
に
対
す
る
違
乱
、
下
地
の
押
領
、
年
貢
抑
留
な
ど

の
非
法
濫
妨
に
対
す
る
荘
園
領
主
の
側
か
ら
の
訴
え
の
声
に
満
た
さ
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れ
て
い
る
こ
と
は
．
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
α
従
っ
て
、

守
護
大
名
の
領
国
支
配
の
徹
底
、
国
人
一
在
地
領
主
層
の
完
全
な
る

掌
握
は
、
窮
極
に
お
い
て
は
、
古
代
的
支
配
権
力
の
残
存
た
る
荘
園

一
疋
祉
本
所
領
の
全
薗
的
な
解
体
の
上
に
こ
そ
成
り
立
つ
べ
き
屯
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
守
護
大
名
の
領
国
支
配
が
こ
の
よ
う

な
方
向
に
む
か
っ
て
徹
底
し
、
守
護
領
国
内
に
お
い
て
強
固
な
封
建

的
支
配
秩
序
が
碓
立
さ
れ
る
こ
と
は
、
室
町
幕
府
の
支
配
権
力
の
存

立
の
上
か
ら
は
好
ま
し
い
方
向
で
は
な
か
っ
た
。
室
町
幕
府
の
専
制

的
支
配
は
、
守
護
大
名
の
至
心
勢
力
の
上
に
乗
っ
て
存
在
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
守
護
大
名
が
そ
の
領
国
に
お
い
て
封
建
的

支
配
体
制
を
確
立
し
、
地
域
的
分
権
的
領
主
権
力
を
強
化
す
る
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
糧
対
的
に
幕
府
の
専
制
的
支
瀧
権
力
の
低
下
を
意
味

す
る
。
こ
の
た
め
に
室
町
幕
府
は
、
守
護
大
名
を
中
央
政
権
の
下
に

掌
握
し
、
そ
の
専
立
衆
支
配
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
守
護
大
名
が

分
権
的
封
建
領
主
化
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
守
護
領

国
内
に
お
け
る
古
代
的
荘
園
領
主
権
力
の
全
面
的
破
壊
を
阻
止
す
る

方
’
同
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
室
町
幕
府

の
古
代
的
権
力
と
の
妥
協
、
す
な
わ
ち
荘
園
1
1
寺
社
本
所
領
の
保
護

政
策
が
、
幕
府
の
重
要
な
る
一
貫
し
た
方
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
9
勿
論
、
基
本
的
に
は
淋
室
町
幕
府
政
権
は
、
古
代
的

権
力
を
圧
服
し
、
守
護
大
名
の
領
国
支
配
を
促
進
し
て
、
そ
の
上
に

こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
守
護
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
恩

賞
と
し
て
荘
園
所
職
を
附
与
し
、
あ
る
い
は
兵
線
料
所
と
し
て
半
済

を
与
え
、
あ
る
い
は
守
護
の
任
国
に
お
け
る
検
断
権
の
強
化
や
、
使

節
並
行
権
を
附
与
し
な
ど
し
て
、
守
護
権
力
の
拡
大
を
は
か
り
、
荘

園
領
主
畦
寺
社
本
所
の
古
代
的
権
力
を
解
体
せ
し
め
る
方
向
を
と
っ

て
行
く
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
完
全
に
解
体
せ
し
め
な
い
段
階
に
お

い
て
保
護
し
灘
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
護
の
分
権
的
封
建
領
主

化
を
阻
止
し
、
幕
府
の
専
制
的
支
配
権
力
を
確
保
す
る
こ
と
に
利
用

す
る
と
い
う
方
策
を
と
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
建
武
式
臼
以
来
の

追
加
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
町
幕
尉
は
尊
氏
の
時
代
以
来
、
し
ば

し
ば
禁
令
を
発
し
て
守
護
お
よ
び
被
官
人
ら
の
寺
社
本
所
領
に
対
す

る
違
乱
押
領
を
抑
制
し
、
守
護
や
在
地
領
主
た
ち
の
荘
園
に
対
す
る

違
乱
押
領
に
つ
い
て
の
荘
園
領
主
側
か
ら
の
訴
訟
に
対
し
て
は
、
ほ

と
ん
ど
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
守
護
に
対
し
て
そ
の
「
非
法

濫
妨
」
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
令
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
守
護
が

そ
の
指
令
の
群
行
を
遷
延
し
、
も
し
く
は
遵
織
し
て
も
「
立
還
押
傾
」

と
い
う
よ
う
な
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
と
も
か
く
幕
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府
の
こ
の
よ
う
な
寺
社
本
所
…
領
保
護
の
政
策
が
、
守
護
領
国
内
に
古

代
斜
な
荘
園
領
主
権
力
（
幕
府
権
力
と
抱
合
し
た
）
を
温
存
せ
し
め
て
、

守
護
の
領
主
権
の
強
化
を
大
き
く
阻
止
す
る
効
果
の
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ま
た
守
護
の
在
地
傾
主
に
対
す

る
掌
握
を
不
徹
底
な
る
も
の
た
ら
し
め
た
。
領
国
内
の
在
地
小
領
主

た
ち
は
、
　
一
応
守
護
の
被
官
乃
至
は
そ
の
掌
握
下
に
組
織
づ
け
ら
れ

た
か
の
ご
と
く
で
あ
ひ
な
が
ら
、
な
お
彼
ら
の
多
く
は
荘
園
の
所
職

を
帯
び
る
荘
官
的
地
位
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
形
に
お
い

て
荘
園
領
主
権
力
の
規
制
を
う
け
て
お
り
、
し
か
も
、
荘
園
領
主
そ

の
も
の
に
独
慮
の
力
は
な
く
と
も
、
そ
の
背
景
に
幕
府
権
力
が
介
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
、
守
護
の
こ
れ
ら
在
地
領
主
層
に

対
す
る
掌
握
も
不
確
実
な
る
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
か
く
し
て
こ
こ
に
守
護
領
国
は
、
南
北
朝
内
乱
期
を
経
過
す
る
と

と
竜
に
、
　
一
応
安
定
し
た
領
主
権
が
確
立
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
内
面
の
実
体
は
極
め
て
不
安
定
な
る
も
の
が
あ
り
、

そ
の
分
権
曲
権
力
と
し
て
の
領
国
支
配
の
不
確
実
さ
が
、
ひ
い
て
は

守
護
大
名
の
守
護
と
し
て
の
地
位
そ
の
も
の
の
不
安
定
さ
と
も
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
守
護
大
名
た
る
の
地
位
の
保
証
は
、
下
か
ら
の
、

領
国
の
在
地
そ
の
も
の
の
確
実
な
る
掌
握
の
上
に
築
き
あ
げ
わ
れ
た

独
自
の
力
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
上
か
ら
の
、
中
央
政

権
た
る
幕
府
に
よ
っ
て
守
護
に
補
任
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
多

分
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
、
極
め
て
不
安
な
状
態
の
も
と
に
あ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
中
央
政
権
た
る
幕
府
の
内
部

に
お
い
て
優
位
を
確
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
護
と
し
て
の
地
位
を

幕
府
か
ら
保
証
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
か
ら
、
必
然
的
に
守
護
大
名
を

し
て
幕
府
権
力
の
下
に
結
集
せ
し
め
る
結
果
と
な
り
、
そ
れ
は
や
が

て
室
町
幕
府
の
専
制
支
配
体
制
を
い
よ
い
よ
強
化
せ
し
め
る
方
向
へ

と
働
い
て
行
っ
た
と
い
え
る
。
将
軍
義
満
か
ら
義
持
・
義
教
の
時
代

に
い
た
る
室
町
将
軍
の
息
綱
支
配
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
上
に
成

立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
室
町
幕
府
猛
守
護
領
国
制
の
も
っ
こ
の
よ

う
な
一
般
的
性
格
を
一
応
の
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
嘉
吉
の
変
を
中
心

と
す
る
赤
松
氏
の
守
護
領
国
に
目
を
注
い
で
み
よ
う
。

　
前
章
に
お
い
て
見
た
ご
と
く
、
赤
松
氏
の
播
磨
守
護
と
し
て
の
地

位
は
既
に
赤
松
盛
観
の
時
代
に
一
応
確
立
さ
れ
、
ま
た
則
村
の
あ
と

を
襲
う
て
播
磨
守
護
と
な
っ
た
赤
松
則
祐
の
、
常
に
室
町
将
軍
の
側

近
に
密
着
し
た
行
動
に
よ
っ
て
、
播
磨
守
護
と
し
て
の
地
位
は
い
よ

い
よ
不
動
の
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、
更
に
備
前
守
護
を
も
附
加
さ

れ
た
。
則
祐
の
あ
と
を
・
‘
3
け
た
赤
松
義
則
は
、
ま
た
明
徳
乱
に
痴
け
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る
勲
功
の
賞
と
し
て
美
作
守
護
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
に
南
北
朝
内
乱

期
を
経
過
す
る
間
に
、
赤
松
氏
は
播
露
礁
三
国
を
領
国
と
し
て
保
有

す
る
有
力
な
る
守
護
大
名
に
成
長
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
侍
所
別
当

を
屯
兼
ね
、
四
丁
家
あ
る
い
は
七
頭
と
称
せ
ら
れ
て
、
室
町
幕
府
内
部

に
お
い
て
も
有
力
な
る
地
位
を
占
め
、
か
く
し
て
応
永
年
間
、
赤
松

義
圃
の
時
代
に
お
け
る
一
応
の
安
定
し
た
時
期
を
経
過
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
義
則
の
時
代
に
お
け
る
守
護
赤
松
氏
の
領
国
の
外
形
上
の

一．

桙
ﾌ
安
定
は
、
将
軍
義
満
・
義
持
の
専
制
的
幕
府
権
力
と
、
こ
の

幕
府
権
力
に
密
着
し
て
中
央
の
幕
府
内
部
に
お
い
て
義
則
の
占
め
て

い
る
有
力
な
る
地
位
が
、
こ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
守

護
大
名
と
し
て
の
義
剛
の
在
地
勢
力
の
掌
握
が
、
そ
の
領
国
内
に
お

い
て
真
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

守
護
赤
松
氏
が
＾
幕
府
権
力
の
一
環
と
し
て
室
町
幕
府
西
都
に
お
け

る
要
職
を
占
め
、
そ
の
生
活
の
場
が
、
ほ
と
ん
ど
幕
府
の
所
在
地
た

る
京
都
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
に
従
っ
て
、
室
町
将
軍
お
よ
び
他

の
室
町
幕
府
の
重
距
囎
を
形
成
す
る
守
護
大
名
た
ち
と
と
も
に
、
次

第
に
武
家
貴
族
的
な
性
格
を
濃
化
し
、
日
常
の
生
活
も
奢
修
化
の
一

途
を
た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
「
発
煙
准
避
難
記
」
や
「
看
聞

御
記
」
な
ど
の
記
述
を
通
じ
て
明
ら
か
に
読
み
と
り
得
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
か
か
る
貴
族
的
野
鳥
変
生
濡
の
進
膿
は
、
当
然
、
領
国
に
お

け
る
在
地
小
領
主
層
や
一
般
農
民
の
負
担
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る

筈
で
あ
る
。
ま
た
在
地
領
主
層
の
所
領
拡
大
へ
の
欲
求
も
、
政
局
の

安
定
と
と
も
に
、
幕
府
権
力
（
古
代
曲
荘
園
領
霊
権
力
と
抱
合
し
た
）
の

一
環
と
な
っ
た
守
護
大
名
の
手
に
よ
っ
て
圧
殺
さ
れ
る
場
合
が
多
か

　
　
　
　
　
⑭

つ
た
と
思
わ
れ
、
守
護
大
名
と
そ
の
領
国
内
の
在
地
と
の
関
係
は
、

外
形
上
の
一
応
の
安
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
遊
離
の
度
を
強

め
、
対
立
的
な
条
件
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
一
方
、
赤
松
惣
領
家
の
中
央
政
権
内
部
に
お
け
る
地
位
の
優
越
は
、

同
時
に
赤
松
氏
一
門
の
中
央
に
お
け
る
地
位
を
も
相
応
に
高
め
た
。

多
忙
の
一
隅
の
地
頭
的
領
主
か
ら
別
村
・
則
祐
・
義
軍
へ
と
、
赤
松

惣
領
家
が
有
力
な
る
守
護
大
名
に
成
長
す
る
に
従
っ
て
、
則
村
お
よ

び
則
祐
の
子
息
た
ち
赤
松
氏
一
門
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
所
領
を
獲

得
し
て
、
地
域
的
領
主
勢
力
と
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
既
に
前
章
に

お
い
て
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
赤
松
氏
一
門
の
繁
栄
で
あ

る
一
方
、
庶
流
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
本
領
を
中
心
に
在
地
小
領
主
を

被
官
化
し
、
各
々
独
立
し
た
所
領
と
被
官
組
織
を
そ
の
下
に
展
開
せ

し
め
て
、
惣
領
家
か
ら
独
立
し
た
勢
力
を
形
成
し
て
行
く
こ
と
で
も

　
　
＠

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
庶
流
も
、
惣
領
家
の
幕
府
内
部
に
お
け
る
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地
位
を
足
場
と
な
し
つ
つ
、
し
か
も
独
自
の
立
場
に
お
い
て
幕
府
権

力
に
近
づ
き
、
事
あ
ら
ば
惣
領
家
に
代
る
優
位
を
獲
得
し
得
る
可
能

性
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
守
護
大
名
の

領
国
支
配
権
が
弱
体
で
あ
り
、
幕
府
権
力
を
背
後
に
持
ち
得
て
こ
そ

そ
の
地
位
も
保
証
さ
れ
、
従
っ
て
幕
府
権
力
に
、
よ
り
多
く
近
づ
く

こ
と
に
よ
っ
て
優
位
を
獲
得
し
得
る
と
い
う
室
町
幕
府
専
制
の
段
階

に
お
い
て
、
当
然
起
り
得
る
事
態
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
そ
し
て
か

か
る
事
態
は
、
守
護
赤
松
氏
の
領
国
に
お
い
て
現
実
に
赤
松
義
則
の

没
後
に
起
つ
た
の
で
あ
る
。

　
応
永
三
十
四
年
九
月
廿
一
臼
赤
松
義
則
が
死
表
す
る
や
、
同
十
月

廿
六
日
、
足
利
義
甲
は
そ
の
領
国
の
う
ち
、
本
国
た
る
播
磨
国
を
義

則
の
嫡
子
赤
松
満
祐
か
ら
召
し
上
げ
て
、
こ
れ
を
幕
府
の
料
国
と
し

た
上
で
、
赤
松
氏
一
門
　
の
赤
松
争
い
貝
（
歯
黒
の
孫
）
に
黒
く
べ
き
一
戸
を

江
島
に
伝
え
、
満
祐
が
こ
れ
を
不
満
と
し
て
播
磨
に
混
晶
す
る
や
、

更
に
他
の
二
つ
の
領
国
美
作
・
備
前
を
・
も
、
持
嶽
の
甥
赤
松
貞
村
お

よ
び
赤
松
美
作
守
に
そ
れ
ぞ
れ
宛
行
わ
ん
と
し
た
。
こ
の
事
件
は
、

其
後
間
も
な
く
、
義
持
が
播
磨
国
を
与
え
ん
と
し
た
当
人
の
赤
松
持

頁
に
、
義
持
の
侍
女
と
の
密
逓
事
件
の
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
が

あ
り
、
糺
明
の
末
、
持
東
は
死
を
賜
る
に
琵
つ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
局
、
管
領
畠
山
満
家
の
口
入
も
あ
っ
て
、
赤
松
満
点
に
三
国
守
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
安
堵
さ
れ
て
無
事
落
居
を
見
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
要

す
る
に
、
足
利
義
持
が
、
彼
に
親
近
す
る
赤
松
訳
業
の
た
め
に
、
惣

領
満
祐
を
退
け
て
、
こ
れ
に
播
磨
守
護
職
を
与
え
ん
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
　
「
大
乗
院
日
記
目
録
」
に
竜
、
　
「
越
後
守
（
懸
濁
）
惣
領
職
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

致
駈
望
故
云
々
、
紫
蘭
也
」
と
記
し
て
お
り
、
事
実
、
義
持
の
侍
女

と
の
間
に
密
通
事
件
を
起
す
ほ
ど
将
軍
の
側
近
に
親
近
し
て
い
た
こ

と
が
、
彼
に
播
磨
守
護
が
与
え
ら
れ
ん
と
し
た
こ
と
の
理
由
で
あ
っ

て
、
室
町
将
軍
専
制
下
に
お
け
る
守
護
大
名
の
立
場
の
脆
弱
性
が
如

実
に
示
さ
れ
た
も
の
と
云
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、
事
の
起
っ
て
後
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
、
備
前
の
領
国
に
お
い

て
、
守
護
代
小
寺
民
お
よ
び
小
川
氏
ら
守
護
被
官
人
た
ち
の
降
参
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
在
地

勢
力
の
離
反
の
た
め
と
推
測
さ
れ
、
守
護
の
本
拠
以
外
の
領
国
に
お

け
る
守
護
代
ら
の
、
在
地
勢
力
掌
握
の
殊
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
国
た
る
播
磨
に
お
い
て
も
、
九
条
家

領
（
多
可
郡
）
安
田
庄
に
お
い
て
、
赤
松
氏
の
被
官
で
あ
る
地
頭
得
平

源
太
が
、
「
播
州
擾
乱
」
に
乗
じ
て
「
殺
害
皇
軍
、
押
領
地
下
云
々
」

　
　
　
　
　
　
⑬

と
伝
え
ら
れ
て
船
り
、
こ
の
事
件
と
と
も
に
播
磨
騰
内
に
も
相
当
の
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混
乱
が
引
き
起
さ
れ
、
そ
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
在
地
領
主
層
が
自
己

の
所
領
拡
大
の
た
め
に
縫
線
の
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら

れ
る
。

　
播
磨
国
一
揆
と
し
て
し
ば
し
ば
雷
及
さ
れ
る
永
享
元
年
初
頭
の
播

謄
の
擾
乱
も
、
ほ
ぼ
一
年
前
の
こ
の
赤
松
持
貞
の
事
件
に
よ
っ
て
引

き
起
さ
れ
た
播
磨
構
内
の
混
乱
の
尾
を
ひ
い
た
竜
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
　
「
薩
戒
記
」
は
、
永
享
元
年
正
月
廿
九
日
の
条
に
、

　
或
人
日
、
播
磨
国
土
艮
、
如
旧
冬
京
辺
蜂
起
、
国
劇
鼻
腔
悉
攻
之
間
、
諸

　
庄
園
代
加
之
、
守
護
方
軍
兵
、
為
彼
等
或
失
命
、
或
被
追
落
、
一
国
騒
動
、

　
希
代
法
也
云
々
、
凡
土
民
所
不
可
令
侍
在
国
中
云
々
、
乱
世
之
至
也
、
傍

　
　
　
（
満
循
）

　
赤
松
入
道
発
向
了
溝
、

と
伝
え
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
応
永
一
二
十
四
年
の
赤
松
持
貞
の
事
件
と
、
こ
の
永
享

一75

N
の
播
磨
国
一
揆
と
の
間
に
は
、
足
利
義
持
の
死
、
新
将
軍
義
教

の
襲
職
と
い
う
中
央
に
お
け
る
政
局
の
変
転
が
、
そ
の
間
に
は
さ
ま

っ
て
い
る
。
し
か
竜
、
こ
の
将
軍
義
教
の
襲
職
に
際
し
て
は
、
　
「
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

済
准
后
日
記
」
が
伝
え
る
ご
と
く
、
六
条
八
幡
宮
の
神
前
に
籔
を
取

っ
て
将
軍
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
、
将
軍
継
嗣

の
聞
題
を
め
ぐ
っ
て
の
複
雑
な
事
情
が
介
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
既
に
早
く
田
中
義
成
博
士
が
指
摘
し
て
窮
ゆ
れ
る
よ

　
　
㊥

う
に
、
前
将
軍
義
解
の
没
後
よ
り
、
義
持
の
後
嗣
と
な
っ
て
将
軍
た

ら
ん
こ
と
を
望
ん
で
い
た
関
東
管
領
足
利
持
氏
を
斥
け
て
他
に
継
嗣

を
決
定
し
た
場
合
、
男
茎
に
京
都
攻
撃
の
口
実
を
与
え
る
恐
れ
が
あ

り
、
こ
の
持
氏
の
野
望
を
抑
え
る
た
め
に
、
時
の
管
領
畠
山
満
家
や

理
工
准
后
ら
が
、
は
じ
め
よ
り
義
教
（
青
蓮
院
門
跡
義
円
）
を
決
定
し

つ
つ
、
神
意
に
よ
つ
て
決
定
す
る
と
い
う
か
ら
く
り
を
仕
組
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
か
か
る
か
ら
く
り
を
仕
組

ん
で
将
軍
後
嗣
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
程
、
関
東
管
領

と
の
間
に
は
微
妙
な
対
立
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
将
軍

後
嗣
の
問
題
に
加
え
て
、
そ
の
直
後
、
称
光
天
皇
の
崩
御
が
あ
り
、

そ
の
跡
に
後
花
園
天
皇
を
伏
見
宮
家
よ
り
迎
え
入
れ
る
問
題
に
関
し

て
も
、
南
朝
後
亀
山
天
皇
の
皇
子
小
倉
宮
を
擁
立
せ
ん
と
す
る
南
朝

遺
臣
た
ち
の
暗
躍
が
あ
り
、
応
永
三
十
五
年
（
正
長
元
年
）
の
中
央
の

政
情
に
は
、
た
だ
な
ら
ぬ
動
揺
と
混
乱
の
気
配
が
児
え
て
い
た
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

乗
院
門
跡
尋
尊
僧
正
が
「
巳
本
開
白
以
来
土
民
蜂
起
是
初
也
」
と
い

っ
た
か
の
い
わ
ゆ
る
正
長
土
一
揆
は
、
ま
さ
に
中
央
政
権
内
部
に
お

け
る
か
か
る
動
揺
と
混
乱
に
乗
じ
て
蜂
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
長

元
年
秋
、
近
江
・
山
城
・
大
和
へ
と
波
及
し
た
土
一
揆
、
翌
永
享
元
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年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
播
磨
お
よ
び
丹
波
に
起
つ
た
土
一
揆
、

こ
の
正
長
元
年
秋
よ
り
翌
年
春
に
か
け
て
相
つ
い
で
畿
内
お
よ
び
そ

の
周
辺
に
起
つ
た
土
一
揆
は
、
中
央
の
幕
府
政
権
内
部
に
お
け
る
混

乱
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
応
永
の
は
じ
め
以

来
、
守
護
大
名
の
領
国
に
お
い
て
、
た
と
え
若
干
の
強
訴
逃
散
な
ど

が
見
ら
れ
て
も
一
応
平
静
が
保
た
れ
て
い
る
か
の
如
「
く
に
見
え
た
の

は
、
守
護
大
名
の
領
国
内
に
お
け
る
在
地
の
掌
握
が
真
に
強
圃
な
る

も
の
と
な
っ
た
た
め
で
は
な
く
し
て
、
蔓
紫
の
幕
府
権
力
を
背
後
に

担
い
、
こ
れ
と
結
合
し
た
守
護
権
力
に
よ
っ
て
、
在
地
勢
力
の
動
き

が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た

ご
と
く
、
守
護
と
在
地
と
の
関
係
は
、
表
面
の
安
定
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
む
し
ろ
対
立
的
な
条
件
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
幕
府
権
力
そ
の
も
の
の
中
に
動
揺
が
起
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、

幕
府
権
力
と
守
護
大
名
と
の
結
合
に
一
た
び
破
綻
が
生
じ
た
揚
合
に

は
、
こ
の
よ
う
な
一
揆
の
形
を
と
っ
て
、
在
地
の
力
が
大
き
く
反
擾
．

・
す
べ
き
条
件
は
む
し
ろ
根
強
く
育
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
殊
に
赤
松
氏
の
領
国
播
磨
に
お
い
て
は
、
既
に
応
永
三

十
四
年
末
の
赤
松
持
虞
の
事
件
に
と
も
な
う
国
内
の
混
乱
が
あ
り
、

こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
幕
府
権
力
と
分
裂
し
た
守
護
大
名
の
弱
体
性

，
が
現
実
に
暴
露
さ
れ
る
一
方
、
守
護
被
官
の
在
地
領
主
の
中
に
は
、
さ

き
の
得
平
琉
の
ご
と
く
、
そ
の
混
乱
に
乗
じ
て
下
地
押
領
な
ど
の
動

き
を
見
せ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
中

央
に
お
け
る
政
情
の
動
揺
、
京
都
周
辺
に
お
け
る
土
一
揆
続
発
の
諸

情
勢
に
刺
戟
さ
れ
て
、
「
侍
（
守
護
の
直
臣
約
説
窟
）
を
し
て
国
中
に
あ
・

ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
の
勢
を
も
つ
て
、
国
衆
的
な
荘
官
以
下
の
在

地
勢
力
が
土
民
を
率
い
て
「
守
護
方
軍
兵
」
に
攻
撃
を
加
え
る
と
い

う
事
態
は
、
ま
さ
に
起
り
得
べ
き
条
件
を
十
分
に
静
ん
で
い
た
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
播
磨
国
一
揆
は
、
中
央
の
政
情
も
一
応

の
安
定
を
見
、
ま
た
守
護
赤
松
満
塁
の
京
都
よ
り
の
軍
勢
発
向
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
て
、
間
も
な
く
鎮
定
を
見
た
よ
う
で
あ
る
が
、
応
永
三
十
四
年
赤

松
持
貞
の
事
件
よ
り
永
享
元
年
の
播
磨
国
一
揆
蜂
起
に
至
る
こ
の
一

連
の
事
態
の
推
移
を
通
じ
て
、
守
護
大
名
の
地
位
そ
の
も
の
の
不
安

定
さ
と
、
ま
た
播
磨
の
ご
と
き
守
護
赤
松
氏
の
本
国
た
る
領
国
に
お

い
て
さ
え
も
、
守
・
護
大
名
の
在
地
勢
力
の
掌
握
の
極
め
て
不
確
実
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
明
瞭
に
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
嘉
吉
の
変
と
守
護
赤
松
氏
の
没
落
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室
町
将
軍
義
教
が
守
護
赤
松
満
祐
に
殺
害
さ
れ
た
嘉
吉
の
変
と
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
守
護
赤
松
氏
の
没
落
は
、
こ
れ
ま
で
に
ふ
れ
て

き
た
ご
と
き
、
室
町
幕
府
専
制
と
守
護
大
名
と
の
間
の
不
安
定
な
る

関
係
、
守
護
大
名
の
領
国
支
配
の
弱
体
性
が
、
も
っ
と
も
あ
ら
わ
に

表
面
化
し
て
、
一
つ
の
破
局
的
な
段
階
を
現
出
し
た
亀
の
に
愚
な
ら

な
い
。
室
町
幕
府
の
専
制
は
、
将
軍
義
教
に
至
っ
て
外
見
上
そ
の
頂
・

点
に
達
し
た
。
将
軍
義
教
の
時
代
の
室
町
幕
府
の
専
制
が
、
殊
に
将

軍
・
専
制
の
色
を
濃
く
し
た
の
は
、
義
教
の
将
軍
襲
職
当
初
に
お
け
る

不
安
な
る
政
情
、
土
一
揆
の
続
発
、
更
に
そ
の
後
も
尾
を
ひ
い
て
い

た
と
こ
ろ
の
関
東
と
の
対
立
、
後
南
朝
の
問
題
な
ど
が
、
極
度
に
彼

の
警
戒
心
を
刺
戟
し
、
将
軍
が
強
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
不
安
と
動
揺
を
力
を
も
つ
て
抑
圧
せ
ん
と
し
た
も
の
と
見

て
よ
い
。
将
軍
義
教
は
、
彼
の
意
に
背
く
者
に
対
し
て
は
、
極
度
の

専
制
酌
強
権
を
振
っ
て
用
捨
な
く
こ
れ
を
処
断
し
た
。
公
家
衆
の
中

に
も
、
義
教
の
不
興
を
蒙
っ
て
籠
腸
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
所
領
を
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

収
さ
れ
、
あ
る
い
は
配
流
に
処
せ
ら
れ
る
も
の
七
十
余
人
に
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
看
聞
御
記
」
に
も
、
「
履
薄
氷
儀
、
可
恐
可
恐
」
と
か
、
「
亘
刃
時
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

恐
怖
無
極
」
と
か
の
書
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
程
で
あ
り
、

ま
た
永
享
七
年
義
教
の
山
門
攻
（
根
本
中
堂
炎
上
）
に
対
し
て
、
山
門

の
事
に
つ
い
て
是
非
を
沙
汰
す
べ
か
ら
ず
と
演
出
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
煎
物
商
人
が
路
頭
に
お
い
て
盛
事
に
つ
い
て
談
じ
た
か
ど

に
よ
り
、
忽
ち
召
捕
ら
れ
て
酋
を
刎
ら
れ
、
　
「
万
人
恐
怖
す
」
と
い

　
⑧

わ
れ
、
ま
た
義
教
よ
り
金
千
五
百
両
の
用
度
を
課
せ
ら
れ
た
二
人
の

有
徳
の
金
商
人
が
、
「
不
所
持
の
由
を
申
し
」
、
そ
の
罪
に
よ
り
首
を

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

刎
ら
れ
る
な
ど
、
遂
に
は
「
悪
将
軍
し
の
声
さ
え
聞
え
た
と
い
う
。

か
く
の
ご
と
き
将
軍
義
教
の
極
度
の
専
制
的
行
動
は
、
勿
論
、
守
護

大
名
の
上
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
永
享
五
年
斯
波
義
淳
が

卒
す
る
や
、
そ
の
後
嗣
で
あ
っ
た
斯
波
持
有
は
、
　
「
時
宜
以
外
不
快
、

一
家
総
領
職
事
不
可
叶
器
用
之
由
扁
に
て
斥
け
ら
れ
、
当
時
相
国
寺

の
僧
籍
に
あ
っ
た
舎
弟
瑞
鳳
蔵
主
（
義
郷
）
を
還
俗
せ
し
め
て
遺
跡
を

　
　
　
　
⑧

嗣
が
し
め
た
。
ま
た
永
享
十
一
年
京
極
霊
光
の
没
後
、
後
嗣
た
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

き
持
高
は
斥
け
ら
れ
て
、
遺
跡
は
叔
父
高
数
に
与
え
ら
れ
、
同
年
大

内
持
世
は
、
久
し
く
参
罪
せ
ず
緩
怠
の
故
を
も
つ
て
時
、
宜
に
違
い
、

安
芸
国
の
所
領
一
所
を
削
ら
れ
て
、
小
早
川
豊
平
外
一
人
に
分
与
さ

　
㊥

れ
た
。
嘉
吉
元
年
正
月
に
は
、
畠
山
持
国
も
将
軍
義
教
の
音
曲
に
違
う

こ
と
が
あ
り
、
領
国
河
内
国
に
没
落
出
家
し
、
家
督
は
類
縁
弟
持
永

　
　
　
　
⑧

に
仰
付
ら
れ
、
嘉
吉
変
の
起
る
直
前
同
年
六
月
十
八
購
に
は
、
加
賀
「

守
護
富
樫
教
家
亀
、
日
頃
よ
り
義
教
の
意
に
違
う
こ
と
が
あ
り
、
こ

120　（272）



守護赤松氏の領臨支配と嘉古の変（水野）

の
日
京
都
を
逐
電
し
て
、
家
督
は
弟
の
喝
食
（
泰
高
）
に
仰
付
ら
れ
て

　
⑭

い
る
。
か
く
の
ご
と
き
、
将
軍
・
義
教
の
恣
慢
心
に
よ
っ
て
守
護
大
名
が
、

あ
る
い
は
そ
の
家
督
を
奪
わ
れ
て
領
国
を
失
い
、
あ
る
い
は
所
領
を

削
ら
れ
る
事
態
が
梢
つ
い
で
起
っ
て
お
り
、
殊
に
永
享
十
二
年
五
月

に
は
、
以
前
よ
り
義
教
の
意
に
反
す
る
行
動
の
多
か
っ
た
若
狭
・
三

河
・
丹
後
三
国
守
護
一
色
義
貫
お
よ
び
伊
勢
守
護
土
岐
持
頼
は
、
あ

た
か
亀
大
和
の
越
智
氏
追
討
の
た
め
に
出
陣
中
、
義
教
の
命
を
う
け

た
武
田
信
栄
・
細
川
持
常
ら
の
た
め
に
襲
殺
さ
れ
、
そ
の
領
国
は
そ

れ
ぞ
れ
、
若
狭
は
武
田
信
栄
、
三
河
は
細
川
持
常
、
丹
後
お
よ
び
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

勢
両
国
は
義
貫
の
一
族
一
色
町
親
に
分
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一

連
の
事
例
は
、
将
軍
義
教
の
専
糊
的
強
権
の
下
に
お
い
て
、
守
護
大

名
の
領
主
権
が
極
め
て
不
安
定
な
る
状
態
に
お
と
し
い
れ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
事
態
は
、
守
護
赤
松
満
祐
の

上
に
も
早
晩
起
り
得
べ
き
情
…
勢
は
既
に
早
く
よ
り
見
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
既
に
永
享
九
年
二
月
日
頃
、
赤
松
満
祐
の
領
国
の
う
ち
「
播

州
・
作
州
可
罰
借
召
之
由
被
仰
云
々
」
の
噂
が
し
き
り
に
行
わ
れ
、

や
が
て
こ
れ
は
事
な
く
お
さ
ま
っ
た
こ
と
が
「
看
聞
御
記
」
に
見
え

　
　
　
⑫

て
い
る
が
、
永
享
十
二
年
三
月
に
は
、
赤
松
累
算
の
弟
義
雅
が
将
軍

義
教
の
不
興
を
蒙
っ
て
、
そ
の
所
領
を
こ
と
ご
と
く
没
収
さ
れ
、
そ

の
一
部
は
蝉
吟
祐
に
付
せ
ら
れ
た
が
、
他
の
一
部
は
、
赤
松
氏
｛
門

の
赤
松
寒
村
お
よ
び
管
領
細
川
持
之
の
終
身
賢
に
分
与
さ
れ
る
事
件

　
　
　
　
　
⑳

が
起
っ
て
い
る
。
赤
松
貞
村
は
、
さ
き
に
応
永
三
十
四
年
足
利
型
持

が
赤
松
満
祐
の
領
国
を
召
上
げ
て
こ
れ
を
附
与
せ
ん
と
し
た
赤
松
持

貞
の
甥
、
赤
松
春
日
部
家
（
頁
範
の
系
統
）
の
嫡
統
で
あ
り
、
持
責
が

将
軍
義
持
に
親
近
し
た
ご
と
く
、
将
軍
義
教
の
時
代
、
こ
の
赤
松
貞

村
お
よ
び
、
同
じ
く
赤
松
氏
一
門
の
赤
松
満
政
（
赤
松
大
河
内
家
、
野

寄
の
叔
父
満
剛
の
嫡
子
）
が
、
常
に
将
軍
の
側
近
に
あ
っ
て
寵
遇
を
得

て
い
た
こ
と
は
、
　
「
満
済
准
后
臼
記
」
や
「
看
聞
御
記
」
な
ど
の
記

事
を
通
じ
て
十
分
う
か
が
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
赤
松
興
国
に
と

っ
て
は
、
既
に
さ
き
の
持
貞
の
事
件
の
こ
と
が
あ
り
、
貞
村
や
満
政

ら
の
将
軍
へ
の
親
近
が
、
彼
に
大
き
な
不
安
と
猜
疑
を
与
え
た
こ
と

は
確
か
で
あ
っ
て
、
　
「
建
内
記
」
に
、
　
「
於
伊
豆
入
道
（
貞
村
）
播
磨

守
（
満
政
）
者
、
錐
一
族
、
与
惣
領
（
満
祐
）
別
心
之
聞
」
と
い
い
、
有

馬
（
満
祐
の
叔
父
義
祐
の
子
持
家
）
も
近
遍
満
祐
と
の
間
は
不
快
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
き
、
赤
松
氏
一
門
の
中
に
分
裂
と
対
立
が
醸

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
将
軍
義
教
の
ご
と
き
恣
意
的
な
極
度
の
専

制
の
下
に
お
い
て
は
当
然
引
き
起
さ
る
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
竜
今
や
現
実
に
弟
義
雅
の
所
領
が
没
収
さ
れ
て
、
　
一
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門
の
う
ち
の
対
立
者
貞
村
に
そ
の
一
部
が
附
与
さ
れ
た
こ
と
は
、
満

祐
の
疑
心
を
一
層
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
こ
れ
に
引
つ
づ
い
て
一

色
義
貫
・
土
岐
持
頼
誹
獄
の
事
実
を
眼
前
に
見
せ
ら
れ
、
世
上
に
お

い
て
屯
「
赤
松
入
道
身
上
」
の
こ
と
が
し
き
り
に
「
謳
歌
」
さ
れ
る

　
　
　
　
⑰

に
至
っ
て
は
、
疑
心
と
不
安
に
つ
き
上
げ
ら
れ
た
満
祐
が
、
遂
に
将

軍
斌
害
の
非
常
手
段
に
出
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
後
崇
光
院
が
、

「
所
詮
赤
松
黒
羽
討
御
企
露
顕
之
間
、
遮
而
註
記
云
欺
』
と
い
い
、

「
自
業
自
得
果
無
力
事
難
」
と
冷
た
い
言
葉
を
も
つ
て
将
軍
の
死
を

見
送
っ
て
い
る
ご
と
⑱
所
詮
は
何
時
宥
か
何
処
に
か
起
業
る

事
態
と
し
て
世
上
に
も
予
測
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
云
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
淫
つ
。

　
か
く
し
て
将
軍
義
教
の
専
制
政
治
は
守
護
赤
松
氏
の
叛
逆
に
よ
っ

て
破
れ
た
の
で
あ
る
が
、
義
教
の
将
軍
襲
職
以
来
の
専
制
政
治
の
強

行
は
、
彼
と
し
て
は
、
り
て
れ
に
よ
っ
て
室
町
幕
府
の
専
綱
的
支
配
権

力
を
強
化
し
、
幕
府
の
存
立
を
安
泰
な
ら
し
め
ん
と
の
意
図
に
出
で

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
室
町
幕
府
の

専
制
年
紀
は
、
実
は
、
守
護
大
名
の
領
圏
に
対
す
る
支
配
権
を
巧
み

に
抑
制
し
つ
つ
申
央
政
権
の
も
と
に
結
集
せ
し
め
た
、
そ
の
力
の
均

衡
の
上
に
展
開
さ
れ
得
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
教

の
好
悪
の
は
げ
し
い
恣
意
的
な
極
度
の
算
、
制
の
強
行
に
よ
っ
て
、
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰

護
寡
の
内
部
に
分
裂
と
対
立
を
生
み
、
殊
に
、
幕
府
権
力
の
中
核
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷹

る
べ
き
斯
波
・
畠
山
や
京
極
・
一
色
・
赤
松
な
ど
の
管
領
家
・
四
職

家
を
す
ら
分
裂
せ
し
め
て
、
実
は
室
町
幕
府
の
専
鰯
支
配
体
制
を
、

み
ず
か
ら
そ
の
足
下
に
お
い
て
崩
し
つ
つ
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
　
．

こ
の
よ
う
な
中
央
政
権
内
部
に
引
き
起
さ
れ
た
分
裂
と
破
綻
は
、
専

制
考
義
教
が
督
れ
た
後
の
京
都
に
お
け
る
諸
大
名
の
動
向
の
中
に
も

露
呈
さ
れ
て
い
る
。
変
後
、
播
磨
に
下
国
し
た
赤
松
満
祐
・
教
康
父

子
に
対
す
る
幕
府
の
追
討
軍
の
態
勢
は
容
易
に
整
わ
ず
、
七
月
目
入

っ
て
も
「
赤
松
訟
国
事
、
発
向
遅
引
、
慮
外
事
也
、
今
月
中
少
々
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

進
発
云
友
」
と
い
う
遅
た
た
る
状
態
で
あ
り
、
山
名
氏
を
主
力
と
し

て
、
播
磨
に
対
す
る
本
格
的
な
行
動
が
開
始
さ
れ
た
の
は
漸
く
八
月

に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
守
護
家
内
部
の

分
裂
対
立
の
深
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
情
勢
の
も
と
に
お
い
て
、
諸
大
名

の
重
大
な
る
関
心
は
、
幕
府
の
権
威
の
た
め
に
直
ち
に
叛
逆
者
を
追

討
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
混
乱
に
乗
じ
て
の
尊
卑
一
門

の
分
裂
酌
勢
力
の
動
向
、
更
に
は
自
己
の
領
国
に
お
け
る
在
地
の
動

向
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
現
に
畠
山
氏
に
お
い
て
は
、

さ
き
に
将
軍
義
教
の
不
興
を
蒙
っ
て
家
督
を
異
母
弟
持
永
に
奪
わ
れ
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た
畠
山
持
国
（
入
道
徳
本
）
が
、
変
後
早
く
も
河
内
よ
り
上
浴
し
て
持

永
を
追
わ
ん
と
す
る
気
配
を
見
せ
、
持
永
は
京
都
を
言
忌
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

う
急
迫
し
た
形
勢
を
示
し
て
い
る
程
で
あ
っ
て
、
諸
大
名
は
自
己
の

周
囲
の
形
勢
を
う
か
が
い
つ
つ
、
進
ん
で
追
討
の
軍
勢
と
な
る
こ
と

を
購
讃
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
山
名
氏
の
み
ひ
と
り
赤
松

追
討
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
赤
松
氏
と
そ
の
領
国
を
隣
接
し
、

南
北
朝
内
乱
期
以
来
の
対
立
者
と
し
て
、
か
っ
て
明
徳
乱
に
は
そ
の

領
国
美
作
国
を
奪
わ
れ
て
い
る
事
情
も
あ
り
、
今
こ
こ
に
叛
逆
者
赤

松
追
討
の
名
分
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
赤
松
氏
を
無
し
、
そ
の
所
領

拡
大
の
野
望
を
達
し
得
る
絶
好
の
機
会
と
見
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
山
名
の
軍
勢
の
京
都
よ
り
の
進
発
に
先

立
っ
て
、
山
名
氏
の
被
官
人
た
ち
が
、
　
「
称
陣
立
、
乱
入
洛
中
土
蔵
、

押
取
質
物
等
溝
購
耀
、
傍
諸
土
蔵
近
日
結
鼠
戸
、
不
取
質
物
致
用
心
、
此

内
山
名
濫
吹
以
外
之
次
策
也
」
と
い
う
自
由
濫
妨
を
繰
返
し
て
い
る

こ
と
は
⑱
変
後
に
お
け
る
京
都
の
無
秩
序
酌
混
乱
を
物
語
る
と
と
も

に
、
幕
府
権
力
内
部
に
一
た
び
動
揺
が
起
つ
た
場
合
に
、
被
思
入
ら

下
層
の
武
士
た
ち
の
欝
積
さ
れ
た
反
燈
的
行
動
が
直
ち
に
誘
発
さ
れ

て
く
る
こ
と
を
示
す
事
態
で
も
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
て
か
か
る
事
態
は
、
正
長
の
土
一
揆
以
来
、
将
軍
義
教
の
専
糊
的

強
権
の
下
に
鎮
圧
さ
れ
て
い
た
か
に
見
え
た
京
都
周
辺
の
在
地
勢
力

を
中
心
と
す
る
土
一
揆
が
、
同
年
九
月
早
く
も
「
土
民
数
万
」
と
い

う
力
を
組
織
し
て
京
都
を
襲
撃
し
、
遂
に
徳
政
令
の
施
行
を
獲
得
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
活
直
な
動
き
を
示
し
た
事
態
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
播
磨
に
お
け
る
赤
松
氏
の
形
勢
は
、
赤
松
追
討
軍
の
主
力

山
名
勢
の
八
月
下
旬
頃
か
ら
の
本
格
的
な
攻
撃
の
開
始
と
と
も
に
、

九
月
は
じ
め
に
は
書
写
山
麓
坂
本
の
城
を
抜
か
れ
、
赤
松
満
袖
以
下
、

揖
西
郡
越
部
仁
木
山
城
に
立
籠
っ
た
が
、
九
月
十
日
に
は
木
山
城
も

陥
落
し
て
、
赤
松
満
祐
・
同
弟
義
雅
以
下
自
刃
を
遂
げ
、
満
祐
の
嫡

子
教
康
は
城
を
逃
れ
た
が
、
同
廿
九
日
傍
勢
に
殺
さ
れ
て
、
赤
松
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

領
家
は
こ
こ
に
脆
く
も
潰
滅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、

赤
松
氏
の
領
国
美
作
国
に
お
い
て
は
、
七
月
下
旬
の
頃
既
に
「
北
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

和
辺
事
（
万
里
小
路
家
領
苫
東
郡
北
美
和
庄
）
地
下
人
相
共
追
散
守
護
被

、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

官
人
了
、
働
地
下
無
為
也
」
と
伝
え
ら
れ
、
邑
智
右
京
亮
ら
の
国
人
－
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

在
地
領
主
贋
も
、
い
ち
早
く
守
護
方
に
離
反
の
動
き
を
見
せ
て
お
り
、

八
月
二
十
一
日
に
は
早
く
も
「
美
作
国
中
朝
敵
悉
退
散
」
の
報
が
山
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

望
薄
か
ら
京
都
に
達
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
備
前
国
に
お
い
て

は
、
「
備
前
国
松
田
井
勝
田
篇
舘
軍
先
日
追
散
赤
松
勢
出
処
、
記
紀
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

多
軍
勢
及
合
戦
」
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
松
田
は
元
備
前
守
護
松
田
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氏
の
一
族
で
あ
り
、
勝
田
は
鹿
田
庄
（
興
福
寺
領
、
御
野
郡
）
の
土
豪

鹿
磁
氏
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
備
前
の
有
力
な
る
国
人
一

在
地
領
主
層
が
、
直
ち
に
反
守
護
軍
と
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
出
来
る
。
更
に
赤
松
氏
の
本
国
で
あ
る
播
磨
に
お
い
て

も
、
赤
松
町
村
・
赤
松
凝
結
・
有
馬
持
家
ら
の
一
門
は
、
も
と
も
と

赤
松
惣
領
家
と
分
裂
し
、
追
討
軍
の
中
に
そ
の
名
を
つ
ら
ね
た
の
は

致
し
方
な
い
と
し
て
も
、
守
護
赤
松
満
祐
の
軍
勢
が
、
追
討
軍
の
主

力
山
名
勢
の
攻
撃
の
前
に
、
短
時
日
の
問
に
か
く
も
脆
く
も
…
敗
れ
去

っ
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
播
磨
国
内
の
守
護
被
官
た
る
在
地
領
主
層

の
十
分
な
る
与
力
を
獲
得
し
得
ず
、
強
力
な
る
戦
闘
力
と
し
て
彼
ら

を
組
織
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

幕
府
権
力
か
ら
分
裂
し
た
守
護
大
名
の
、
本
国
以
外
の
領
国
に
対
し

て
は
も
と
よ
り
、
そ
の
本
貫
干
た
る
領
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
在
地

勢
力
を
そ
の
掌
握
下
に
堅
く
組
織
づ
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
極
め

て
不
安
定
な
る
領
主
権
の
実
体
が
、
こ
の
赤
松
氏
没
落
の
経
過
の
中

に
、
ま
さ
に
如
実
に
暴
．
露
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
播
入
作
三
国
守
護
赤
松
氏
は
没
落
し
、
播
磨
守
護
は
山
名
持
豊
、

備
前
守
護
は
山
名
教
之
、
美
作
守
護
は
山
名
教
清
に
そ
れ
ぞ
れ
附
与

　
　
　
④

せ
ら
れ
た
。
一
方
、
赤
松
惣
領
家
と
分
裂
対
立
し
た
赤
松
里
村
は
、

満
櫓
没
落
後
筒
も
な
く
卒
し
、
赤
松
農
政
の
み
、
は
じ
め
東
播
磨
町

　
　
　
　
　
　
⑳

郡
を
与
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
所
領
も
嘉
吉
四
年
山
名
持
芸
に
奪
わ
れ

㊥て
、
こ
こ
に
守
護
赤
松
氏
の
暇
領
国
は
全
く
山
名
氏
の
支
配
下
に
置

か
れ
る
に
至
っ
た
。

　
嘉
吉
の
変
に
よ
っ
て
専
制
将
軍
義
教
は
腎
れ
た
が
、
そ
れ
は
直
ち

に
室
町
幕
府
の
専
制
支
配
体
制
の
崩
壊
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
嘉
吉
の
変
の
結
果
と
し
て
の
守
護
家
赤
松
氏
の
没
落
は
、
勿
論
、

守
護
領
国
制
そ
の
も
の
の
解
体
で
は
な
い
。
室
町
幕
府
1
1
守
護
領
国

制
は
、
こ
の
後
も
な
お
応
仁
文
明
の
大
乱
期
に
至
る
ま
で
存
続
し
、

赤
松
氏
の
守
護
領
国
電
、
こ
の
時
期
の
間
に
再
び
山
名
氏
に
代
っ
て

回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
嘉
吉
の
変
に
お
い
て
、

室
晦
幕
府
H
守
護
領
国
体
言
の
も
つ
内
面
の
矛
盾
と
そ
の
脆
弱
性
は

明
ら
か
に
露
呈
さ
れ
た
と
い
え
る
。
室
町
幕
府
専
制
は
、
守
護
大
名

の
中
央
へ
結
集
さ
れ
た
・
刀
の
上
に
こ
そ
存
在
し
得
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
結
集
に
動
揺
の
生
ず
る
こ
と
は
幕
府
の
専
舗
そ
の
も
の
の

動
揺
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
方
、
幕
府
権
力
か
ら
は
な
れ
た
守
護
の

領
国
支
配
権
も
ま
た
極
め
て
不
安
定
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
室
町
幕
府
と
守
護
大
名
と
の
間
の
微
妙
な
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
上

に
、
そ
の
結
合
し
た
力
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
が
室
町
幕
府
…
叢

124　（276）・
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守
護
領
国
制
の
姿
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
合
の
破
綻
は
、
す
な
わ
ち
幕

府
の
専
綱
支
配
、
守
護
の
領
髪
支
配
、
そ
の
も
の
の
破
綻
と
な
る
屯

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
嘉
吉
の
変
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
態
は
、
ま

さ
に
そ
う
い
う
破
綻
が
室
町
幕
府
一
守
護
領
国
体
欄
の
中
に
既
に
進

行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
現
実
に
暴
露
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
て
、
室
町
幕
府
H
守
護
領
国
綱
の
中
に
既
に
あ
ら
わ
れ
た
こ

の
破
綻
を
、
結
局
そ
の
解
体
に
ま
で
押
し
進
め
て
行
く
力
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
守
護
領
国
内
に
お
け
る
国
人
一
在
地
領
主
勢
力
の
在
地
を
ふ
ま

え
て
の
成
長
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
事
変
に
至
る
ま
で
の
在
地
勢
力

の
動
き
の
中
に
お
い
て
既
に
暗
示
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
こ
の
国
人
一
在
地
領
主
勢
力
は
、
幕
府
註
守
護
権
力
の
下
に

お
い
て
、
一
応
は
そ
の
支
配
下
に
組
織
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と

く
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
上
か
ら
の
権
力
組
織
に
僅
か
で
も
間
隙
の

生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
と
対
立
す
る
力
と
し
て
独
自
の
方
向
へ
動

い
て
行
く
形
勢
を
既
に
し
ば
し
ば
示
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
室
町
幕
府
一
守
護
領
国
制
の
底
辺
に
お
い
て
、
徐
々
に
成

長
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
在
地
の
力
が
、
や
が
て
応
仁
乱
後
の
い
わ
ゆ

る
戦
国
の
争
乱
の
中
に
、
尋
尊
僧
正
を
し
て
、
　
「
近
日
可
動
軸
性
ハ

被
下
、
凡
下
国
民
等
週
令
立
身
、
自
国
他
国
如
此
、
是
併
下
極
上
至

⑩也
」
と
痛
歎
の
声
を
放
た
し
め
た
ご
と
き
、
時
代
を
動
か
す
大
き
な

力
と
し
て
表
薗
化
し
て
来
た
時
、
こ
の
在
地
勢
力
の
下
剋
上
の
動
き

の
中
に
、
室
町
幕
府
専
制
、
守
護
領
国
、
更
に
そ
れ
ら
の
中
に
な
お

包
蔵
さ
れ
て
い
た
荘
園
制
を
も
、
と
も
ど
も
に
解
体
せ
し
め
つ
つ
、

よ
り
純
粋
に
し
て
、
よ
り
強
力
な
地
域
的
封
建
権
力
と
し
て
の
分
国

大
名
領
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
〔
後
記
〕
嘉
吉
の
変
に
よ
る
守
護
赤
松
氏
の
没
落
後
、
赤
松
一
族
お
よ
び
そ

の
直
臣
的
被
官
に
よ
る
赤
松
氏
の
旧
領
園
回
復
の
運
動
は
、
こ
の
全
し
つ
よ

う
に
つ
づ
け
ら
れ
る
が
、
嘉
告
の
変
後
間
も
な
く
起
つ
た
後
南
朝
の
神
璽
奪

取
事
件
を
闘
に
は
さ
ん
で
、
赤
松
遺
臣
た
ち
の
こ
の
神
璽
奪
還
の
功
に
報
い

る
と
い
う
形
に
お
い
て
な
さ
れ
た
赤
松
惣
領
家
の
守
護
大
名
的
地
位
の
圓
復
、

そ
し
て
や
が
て
応
仁
の
争
乱
の
中
に
、
播
備
作
の
旧
領
国
の
回
復
さ
れ
て
行

く
過
程
、
し
か
も
、
こ
の
一
応
外
形
的
に
は
赤
松
氏
の
守
護
領
園
の
復
活
と

見
え
た
事
態
の
進
行
は
、
そ
の
底
流
に
お
い
て
は
、
実
は
守
護
代
浦
上
氏
ら

赤
松
被
宮
の
在
地
領
主
勢
力
と
し
て
の
成
長
の
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ

ら
応
仁
前
後
に
再
び
赤
松
氏
の
領
国
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
行
く
事
態
の

動
き
も
、
室
町
幕
府
、
守
護
大
名
、
そ
の
被
官
一
在
地
領
主
勢
力
の
闘
の
関

係
、
乃
至
は
、
室
町
幕
府
一
守
護
領
国
制
よ
り
分
国
大
名
領
へ
の
展
開
の
様

相
を
さ
ぐ
る
上
の
、
ま
た
一
つ
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
究
明
は
ハ
な
お
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
て
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考
え
て
み
た
い
。

①
「
赤
松
記
」
（
群
書
類
従
巻
三
九
三
）

②
　
「
大
徳
寺
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
元
弘
三
年
播
磨
国
浦
上
庄
地
頭
職
が
大

　
徳
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
住
持
三
日
妙
超
が
同
庄
浦
上
氏
の

　
幽
艶
た
る
所
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
翌
年
妙
超
は
こ
の
地
頭
職
の
う
ち

　
半
分
（
浦
上
庄
下
馴
ケ
村
地
頭
職
）
を
一
族
浦
上
為
景
ら
に
分
配
し
て
い

　
る
。
　
一
方
、
　
「
龍
宝
山
大
徳
寺
誌
扁
に
よ
れ
ば
、
妙
華
の
母
は
赤
松
則
村

　
の
姉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
赤
松
・
浦
上
両
氏
の
姻
戚
関
係
が
推

　
定
さ
れ
る
。

③
「
太
平
記
一
巻
第
十
二
、
諸
大
将
思
妻
事
。

④
「
賀
茂
注
進
雑
記
」
所
収
、
建
武
三
年
十
一
月
十
八
研
足
利
尊
氏
御
教

書
。

⑤
「
水
無
瀬
宮
座
欝
」
暦
本
二
年
三
月
廿
一
録
・
同
五
月
十
八
目
室
町
将

軍
家
御
教
書
。

⑥
こ
の
安
堵
状
の
発
せ
ら
れ
た
当
時
、
尊
氏
は
観
応
の
兵
乱
に
よ
り
事
前

　
隅
福
岡
庄
に
在
陣
中
で
あ
っ
て
、
赤
松
範
資
の
去
就
確
保
の
た
め
、
特
に

　
陣
中
よ
り
こ
の
安
堵
状
を
繊
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑦
「
赤
松
交
書
扁
遠
交
二
年
五
月
一
日
足
利
義
詮
御
教
譜
。

⑧
「
大
徳
寺
文
滋
扁
貞
治
三
年
八
月
廿
八
日
・
同
四
年
正
月
廿
五
口
足
利

　
義
詮
御
教
書
、
そ
の
他
。

⑨
「
秋
元
興
朝
氏
所
蔵
文
書
偏
応
安
元
年
関
六
月
十
二
日
室
町
将
軍
家
御

教
書
。

⑩
　
「
花
営
三
代
記
駄
応
安
二
年
九
月
十
五
日
・
同
十
月
十
日
の
条
、
そ
の
他
。

⑪
　
「
清
水
寺
文
書
」
永
徳
三
年
九
月
照
口
赤
松
義
鋼
感
状
、
門
赤
松
系
図
」
、

⑫
　
「
額
安
寺
文
書
」
の
貞
治
三
年
二
月
の
備
前
金
岡
菓
庄
に
関
す
る
額
安

　
寺
雑
掌
良
勝
の
訴
状
の
中
に
、
「
当
守
護
松
田
葛
藤
守
（
信
重
）
』
と
あ
る

　
か
ら
、
貞
治
三
年
頃
ま
で
は
託
生
氏
が
備
前
守
護
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

　
が
、
貞
治
五
年
十
二
月
三
日
付
、
備
前
園
福
岡
庄
に
お
け
る
小
国
九
導
入

　
道
の
年
貢
抑
留
を
停
む
べ
き
旨
の
幕
膚
の
御
教
書
を
赤
松
鋼
祐
が
早
行
し

　
て
い
る
か
ら
（
東
寺
百
合
交
雲
さ
二
一
一
二
三
）
、
則
祐
の
傭
前
守
護
補
任

　
は
、
こ
の
聞
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑱
　
門
太
平
記
」
巻
第
三
十
八
、
諸
購
宮
方
蜂
起
、
附
備
前
事
。

⑪
　
「
弘
宗
定
智
禅
師
行
状
」

　
な
お
「
満
済
准
后
日
記
」
正
長
二
年
正
月
十
一
一
一
日
の
条
に
、
京
都
の
赤
松

　
亭
に
お
け
る
恒
例
の
松
拍
子
の
こ
と
に
つ
い
て
、
　
「
藩
医
は
や
し
事
、
鹿

苑
院
殿
御
幼
少
驚
瀞
播
州
へ
御
下
向
隣
、
為
慰
申
、
内
糞
寄
食
颪

流
云
々
、
其
以
来
今
日
十
三
日
為
佳
例
、
赤
松
亭
ニ
シ
テ
年
々
松
は
や
し
令

　
沙
汰
山
米
也
、
巌
年
畑
御
所
　
へ
被
召
事
、
鹿
苑
院
殿
御
”
佳
例
二
男
テ
被
仰
繊
之
」

　
と
記
し
て
い
る
。

⑯
　
「
明
徳
記
」
下
。

⑯
「
携
方
紀
伝
」
下
、
応
永
五
年
の
条
に
、
「
此
年
長
満
公
、
定
武
家
三

　
職
七
頭
、
准
朝
廷
五
摂
家
七
清
花
、
所
謂
斯
波
・
細
川
・
畠
由
号
三
管
預

灘
判
七
頭
山
名
二
色
・
護
・
赤
松
・
京
極
・
上
杉
・
伊
勢
等
也
、

其
中
、
山
名
・
琶
・
赤
松
・
京
極
為
京
都
奉
行
繊
別
号
善
導
」
と
あ

　
る
。

⑰
　
　
「
間
冨
崎
文
澄
口
」
点
和
閥
年
十
二
月
廿
山
ハ
R
〔
室
町
将
軍
－
家
下
交
。

⑱
　
　
「
御
轟
鵬
融
済
早
書
隔
録
」
・
氷
☆
子
四
年
六
月
μ
十
へ
臼
」
。
　
な
お
　
箒
亦
松
記
』
　
に
は
、
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守護赤松氏の領鰯支配と嘉杏の変（水野）

　
「
得
平
源
太
躍
近
と
申
は
お
ほ
ぢ
、
先
に
申
但
馬
口
に
て
討
死
の
蒔
ま
で
、

　
保
田
の
庄
五
ケ
郷
少
し
も
ま
じ
り
な
く
一
円
知
行
致
し
つ
る
扁
と
記
し
て

　
い
る
。

⑲
「
建
内
記
扁
嘉
吉
元
年
＋
月
汁
八
日
の
条
。

⑳
　

「
島
津
文
書
」
　
（
色
用
本
）
建
武
五
年
二
月
七
B
・
同
八
月
十
三
日
赤

　
松
則
村
挙
状
、
建
武
五
年
八
月
廿
一
日
赤
松
則
村
山
行
状
。

⑳
「
島
津
交
番
」
（
後
鑑
巻
毛
＋
四
所
収
）
貞
和
五
年
七
月
二
日
室
町
将

軍
家
下
文
、
　
門
島
津
文
書
」
　
（
色
用
本
）
観
応
二
年
正
月
廿
四
日
蜜
町
将

軍
家
下
文
。

⑳
　
「
安
積
交
書
扁
観
応
三
年
五
月
日
・
交
漏
二
年
三
月
日
・
文
和
四
年
卯

　
月
臼
安
積
盛
兼
軍
忠
状
。

⑳
　
「
安
積
文
藻
扁
交
禰
四
年
二
月
五
三
・
貞
治
三
年
六
月
二
臼
赤
松
則
積

挙
状
。

⑳
嘉
吉
の
変
に
、
将
軍
・
義
教
を
討
販
つ
た
の
は
安
積
盛
兼
の
子
孫
安
積
行

秀
で
あ
る
。

⑳
　
「
後
藤
交
書
」
観
応
三
年
五
月
日
。
文
和
二
年
三
月
日
後
藤
墓
鍛
軍
忠

状
、
そ
の
他
。

⑳
　
「
離
宮
八
幡
宮
交
書
」
文
和
三
年
八
月
四
日
・
蘭
交
四
年
七
月
六
日
室

　
町
将
軍
・
家
伽
御
細
敦
澄
口
、
　
「
保
坂
潤
治
旧
氏
所
蔵
汁
入
書
」
　
延
文
二
年
八
月
μ
骨
一
日
［

　
赤
松
則
毛
鑓
行
状
。

⑳
　
門
大
徳
寺
文
書
」
文
和
二
年
二
月
背
四
日
足
利
義
詮
御
教
書
以
下
、
明

徳
元
年
に
至
る
田
中
庄
に
関
す
る
｝
連
の
文
誉
。

⑳
宮
川
満
氏
「
播
磨
国
矢
野
庄
」
（
柴
田
源
氏
「
庄
園
村
落
の
構
造
」
所

収
）
第
四
章
参
照
。

⑳
　
「
太
平
記
」
巻
第
八
、
紅
茶
瀬
静
瀬
河
合
戦
事
、
三
月
十
二
日
赤
松
京

　
合
戦
事
。

⑳
　
「
東
寺
百
合
文
君
」
み
三
二
…
四
八
、
延
交
五
年
十
月
日
東
寺
雑
掌
頼

　
猷
鉾
h
八
。

　
’
曝
，
　
E
　
壕

⑪
　
「
東
寺
百
合
文
需
」
ム
学
衆
奉
行
引
付
、
観
応
元
年
七
月
田
矢
野
庄
学

　
衆
轟
力
雑
堂
†
光
信
…
串
軌
杁
、
　
同
ト
山
回
一
－
七
五
、
観
応
一
難
年
六
田
μ
日
矢
野
庄
々
欄

　
由
土
守
賓
回
ア
丁
聾
心
慶
龍
華
丸
歯
状
、
　
悶
凹
ケ
　
一
i
ー
レ
七
、
　
鱒
翫
塔
一
兀
年
轟
轟
月
n
口
下
編
藤
々
菊
々

　
主
僧
実
円
陳
状
。

⑫
「
東
書
合
蕃
」
・
学
諜
奮
付
鞍
鯉
七
月
七
日
案
。

⑧
　
「
法
観
寺
文
瞥
」
観
応
三
年
九
月
憲
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
、
交
和
二

年
三
月
十
八
碍
赤
松
鋼
袖
遵
行
状
。

⑭
　
　
「
広
峯
文
善
」
　
麻
胤
応
二
虚
十
論
日
日
μ
⊥
T
八
R
門
出
醗
町
将
軍
家
綱
獄
教
灘
煽
、
　
　
「
西
行

雑
錬
」
所
収
、
観
応
元
年
九
月
汁
四
日
室
町
将
軍
家
御
教
書
。

⑳
　
「
八
坂
神
祉
文
書
」
永
和
三
年
十
月
B
社
務
執
行
顕
深
代
実
晴
申
状
。

⑳
　
「
東
寺
百
倉
文
書
」
み
三
二
i
四
八
、
延
文
五
年
九
月
一
日
室
町
将
軍

　
家
御
教
害
、
そ
の
他
。

⑳
　
永
原
慶
二
氏
「
日
本
封
建
社
へ
四
払
酬
」
　
一
九
山
パ
ー
一
九
’
七
百
ハ
、
　
同
一
氏
「
守

護
領
国
制
の
展
開
」
　
（
社
会
経
済
史
学
十
七
の
二
）
参
照
、
「
安
保
文
書
」

　
暦
応
三
年
正
月
背
四
日
安
保
光
泰
譲
状
。

⑳
　
「
八
坂
神
社
文
君
」
暦
応
二
年
八
月
廿
七
日
足
利
直
義
下
知
状
、
建
武

　
元
年
閥
月
島
成
田
備
蓄
申
状
、
そ
の
他
。

⑳
　
「
八
坂
神
社
交
書
」
明
徳
隣
年
八
月
日
成
田
下
総
入
道
道
成
代
申
状
。

⑳
「
八
坂
神
社
文
書
」
応
永
二
年
二
月
廿
九
日
成
田
道
成
・
朝
鮮
連
署
契

状
。
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⑪
「
美
吉
文
書
」
明
徳
三
年
十
二
月
廿
五
臓
・
同
四
年
二
月
十
誌
臼
・
詞

　
四
年
七
月
廿
二
臼
室
町
将
軍
象
御
教
書
、
　
「
士
林
証
文
」
暦
応
四
年
八
月

　
七
目
摂
津
親
秀
譲
状
。

⑫
「
島
津
帳
幕
」
（
色
川
本
）
暦
応
二
年
十
月
九
疑
島
津
輪
留
軍
忠
状
、

　
「
東
大
寺
文
書
扁
暦
応
二
年
十
月
廿
八
穎
大
部
庄
預
所
僧
発
賢
軍
甲
状
、

　
「
後
藤
文
書
」
暦
応
三
年
七
月
四
日
後
藤
藻
豪
軍
需
状
、
「
吉
川
家
文
書
」

　
貞
和
元
年
十
一
月
十
九
日
赤
松
期
面
詰
文
。

⑬
「
東
大
寺
文
書
」
暦
応
三
年
六
月
二
＋
日
大
部
活
雑
掌
総
出
賢
申
状
。

⑭
　
「
広
峯
文
書
」
観
応
二
年
三
月
晦
日
広
峯
質
種
軍
証
状
、
「
西
行
雑
録
」

　
所
服
、
観
応
二
年
三
月
広
遠
頼
二
軍
証
状
、
　
「
太
平
記
」
巻
第
二
十
九
、

光
明
寿
合
戦
事
。

⑯
　
「
吉
川
家
文
書
」
観
応
三
年
五
月
日
吉
川
経
百
代
堀
光
重
軍
忠
状
。

⑯
「
東
大
寺
文
書
」
暦
応
三
年
六
月
二
＋
日
大
部
庄
雑
嚢
僧
魂
賢
申
状
、

　
同
B
付
、
音
詩
書
状
。

⑰
　
　
「
随
…
心
院
文
書
」
永
禰
二
年
十
月
六
語
物
…
町
・
将
軍
家
御
所
叡
書
。

⑱
　

「
八
坂
神
社
交
灘
ご
康
応
元
年
九
月
逆
蓮
室
町
将
軍
家
御
教
書
。

⑲
　
「
伊
和
神
社
交
書
」
明
徳
四
年
七
月
二
十
溝
赤
松
義
刷
寄
進
状
。

⑩
応
永
以
後
、
荘
園
侵
略
に
関
す
る
訴
訟
が
南
北
朝
内
乱
期
に
比
し
て
減

　
少
し
て
く
る
こ
と
は
、
　
一
彌
に
は
守
護
や
在
地
領
主
層
の
荘
園
侵
略
が
一

　
応
既
成
の
事
実
と
し
て
固
定
化
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

　
他
面
、
室
町
幕
府
一
守
護
領
国
制
の
確
立
と
と
も
に
、
守
護
を
通
じ
て
の

幕
令
の
遵
行
が
一
層
厳
密
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

㊥
既
に
南
北
朝
内
乱
期
に
お
い
て
、
赤
松
鋼
祐
の
弟
氏
範
は
、
文
和
二
年

　
以
後
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
常
に
南
幸
と
し
て
行
動
し
、
惣
領
家
播
磨
守

護
赤
松
三
王
や
摂
津
守
護
赤
松
光
範
ら
と
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
摂
津
守

護
家
赤
松
民
が
大
圏
擾
津
を
領
騒
と
し
て
惣
領
象
と
独
立
し
た
立
場
に
あ

　
つ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
摂
津
守
護
赤
松
光
範
は
爾
北

朝
末
期
に
守
護
職
を
召
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
応
永
以
後
は
、
赤
松
巻
臼
部

家
（
論
叢
の
兄
貞
範
の
系
統
）
・
赤
松
大
河
内
家
（
義
鋼
の
舞
茸
剣
の
系

　
統
）
・
赤
松
有
馬
家
（
義
鋼
の
弟
義
祐
…
の
系
統
）
が
、
惣
豪
家
と
と
も
に

　
幕
府
内
部
に
お
い
て
優
位
を
占
め
て
い
る
。

⑳
　
「
満
済
准
后
日
記
」
応
永
三
十
四
年
十
月
i
－
十
一
月
の
諸
条
。

㊥
　
　
「
大
乗
院
日
記
日
口
無
」
一
心
永
三
十
－
四
年
十
月
廿
六
田
の
条
。

⑭
　
「
満
済
准
后
資
記
」
応
永
三
十
四
年
十
月
甘
九
臼
の
条
。

㊥
　
　
「
御
越
嗣
曲
洛
曙
鷹
訟
記
録
」
　
・
氷
享
四
【
年
論
ハ
月
十
－
一
R
［
。

⑯
　

「
満
済
准
滞
積
記
」
癒
合
三
十
五
年
正
月
十
七
・
十
八
日
の
条
。
．

㊥
難
中
義
戒
博
士
「
足
利
時
代
史
」
第
十
八
章
。

（
⑱
　
「
大
乗
院
日
記
痛
録
」
応
永
三
十
五
年
九
月
日
の
条
。

㊥
　

「
満
済
准
茶
臼
記
」
正
長
二
年
（
永
享
元
年
）
二
月
廿
七
目
の
条
に
見

　
え
る
幕
府
の
御
歌
御
会
に
、
赤
松
語
言
も
列
席
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃

　
ま
で
に
は
揺
磨
の
騒
擾
は
鎮
、
定
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

⑧
　
「
薩
戒
記
」
永
享
六
年
六
月
十
二
日
の
条
、
そ
の
他
「
看
聞
御
記
」
永

　
享
年
閲
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。

＠
　

「
看
隔
御
記
」
永
享
五
年
十
月
十
三
日
の
条
。

＠
岡
右
、
永
享
八
年
十
月
廿
九
口
の
条
。

⑧
問
右
、
永
享
七
年
二
月
八
日
の
条
。

⑧
同
断
、
永
享
八
年
十
一
月
二
日
の
条
。

⑯
　
同
右
、
　
永
宜
ザ
九
年
十
・
一
月
六
日
頃
条
。
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⑭
　

「
満
済
准
后
日
記
」
永
享
五
年
十
一
月
三
十
日
の
条
、

　
享
五
年
十
二
月
一
日
の
条
。

＠＠＠＠＠

「
師
郷
記
」
永

「
薩
戒
記
」
永
享
十
一
年
正
月
十
三
日
の
条
。

「
建
内
記
」
永
享
十
一
年
六
月
十
八
日
の
条
。

「
管
見
記
」
お
よ
び
「
斎
藤
驚
憧
日
記
鳳
嘉
吉
元
年
正
月
廿
九
日
の
条
。

「
建
内
記
」
お
よ
び
「
斎
藤
悲
劇
日
記
」
嘉
吉
元
年
六
月
十
八
臼
の
条
。

「
師
郷
記
扁
永
享
十
二
年
五
月
十
五
匿
・
同
六
月
廿
九
日
の
条
、
　
「
蓋

藤
藩
憤
臼
記
」
永
享
十
二
年
五
月
十
四
ー
ナ
六
日
の
条
。

＠
　
　
「
看
聞
細
鱈
記
」
永
享
九
年
二
月
九
－
十
六
日
の
条
。

⑲
　

「
建
内
記
」
永
享
十
二
年
三
月
十
七
日
の
条
。

⑭
同
右
、
嘉
吉
元
年
六
月
廿
四
日
の
条
。

⑤
　

「
管
見
記
し
永
享
十
二
年
穴
月
脅
一
日
の
条
。

⑯
　

「
看
聞
御
記
」
慕
吉
元
年
・
穴
月
茸
五
溝
の
条
。

命
V
　
「
建
内
詑
」
嘉
吉
元
年
七
月
六
日
の
条
。

⑱
冊
右
、
嘉
宵
元
年
七
月
一
…
四
日
の
条
。

⑧
同
右
、
蕪
害
元
年
七
月
十
二
日
の
条
。

⑩
　
鈴
木
良
一
氏
「
純
粋
封
建
制
成
立
に
お
け
る
農
筑
闘
争
扁
　
（
祇
会
構
成

　
史
体
系
）
第
三
章
参
照
、
　
「
建
内
記
」
お
よ
び
「
東
寺
執
行
日
記
扁
嘉
吉

　
一
7
5
年
九
月
の
諸
山
。

㊥
　

「
建
内
記
」
嘉
吉
元
年
九
月
十
二
B
・
同
閏
九
月
朔
日
の
条
、
　
「
赤
松

　
記
〕
　
「
嘉
宣
詑
」
。

㊥
　
「
建
内
記
」
嘉
吉
元
年
七
月
廿
八
日
の
条
。

㊥
同
右
、
嘉
士
H
兀
年
八
月
十
四
日
の
条
。

㊥
同
右
、
慕
吉
元
年
八
月
廿
一
臼
の
条
。

＠＠　CD　aj¢　S）

嗣
右
、
嘉
吉
元
年
八
月
十
四
四
の
条
。

「
斎
藤
藩
恒
霜
記
」
嘉
吉
元
年
閏
九
月
の
条
。

門
建
内
記
」
嘉
吉
元
年
十
月
十
一
二
日
遅
条
。

「
斎
藤
基
恒
日
記
」
嘉
吉
隣
年
正
名
曲
二
日
置
条
。

門
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
扁
文
明
七
年
五
月
十
日
の
条
。

（
本
稿
は
、
昭
和
三
十
二
年
度
交
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
…
部
で

あ
る
）

【
赤
松
氏
略
系
目

　
　
　
　
（
七
条
）

則
村

　
範
資
i
一
光
範
－
満
弘
1
…
教
弘

　
（
春
臼
都
）

…
良
範
－
顕
鋼
■
鰭
…
東
村
－
教
頁

…
馴
祐
一
義
蜀

満
祐
ー
ー
教
康

一
祐
尚
一
剛
尚

一
義
雅
－
性
存
i
政
則

　
埴
匁
こ

．
－
貝
舞
門

　
（
大
海
内
）

－
満
鋼
一
満
政
■
雛

　
（
宥
鱈
）

1
義
，
祐
一
i
持
家
－
元
家

…
氏
範
一
氏
春

σ
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conttacting　business　was　’operated　as　an　institution　by　1〈okuga，　and

responsible　persons　for　tax－paying，　of　whoin　the　leading　factor　was

Fu8’δ，　obtained　the　status　of“Fz4鰐δ”（王卿）uniformly，　and　then

there　appeared　1奮？7伽（公民）ln　the楠肋gαηδ（国衙領）or　the

territory　of　local　government．

　　　　Goveming　Territory　by　the　Akamatsu（赤松）Clan

　　　　　　　　　　　　and　the　Upheaval　of　Kaieitsz・t（嘉吉）

　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoichiro　Mizuno

　　The　period　from　the　Civil　War　between　the　north　and　the　south

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムdynasties　to£he　wars　between　Onin（応仁）and　Bun7nel（文明）was

．considered　as　the　developing　era　of　Shttgoryoleoleu（守護領国）system

．or　the　Muromachi（室町）Shogunate　in　the　political　history．　lt　is　the

．sublect　of　this　article　to　study　the　relation　between　the　shogunate

power　and　shzt，go　（守護）　‘sterritorial　government，　substance　of　the

lord’s　power　as　shugo　in　his　terrltory，　and　the　move皿ent　of　the

resident　powers　in　this　p顧od．　W6　take　the　Allamatsu（赤松）’s

territory　as　a　inaterial，　because　x〈tfeamatsu　established　his　territory　in

this　period　in　the　vicinity　of　X〈inai（畿内）where　the　resident　powers

：grew　even　remarkab玉y，　aad　he　was　a　leading　member　of　the　shogunate

government　and　a　concerned　party　of　the　upheaval　of　Kα鰭s撮which
　　　　　　　　セ
partly　led　to　and　disdosed　the　wreck　of　the　sltugo‘s　territoriaI

system　or℃he　Muro？naehi　shogunate；it　is　fit　for　our　explanac　tion　to

．study　the　process　from　　the　beginning　of　the　Alcamatsu’s　former

position　as　a　country　samurai　ill　ffarima（播磨）to　the　establishment

of　his　territory　in」猛zγε・ma，　B捻6π（flE一一Sfi），　and　Mimasaha　（美｛乍）coullt－

ries，　culminating　to　his　ruin　through　the　upheaval　of　I〈akitsu，　The

．contents　of　ourstudy　are　as　follows；at　first　how　shugo　Afeamatsu♂s

territory　was　established，　secondly　what　Alea・tnatsu’s　government　was

under　the　absolute　rule　of　the　Muromachi　shogunate，　and　then　what

kind　of　the　wreck　shzego’s　territorial　system　or　the　Muromachi

shogunate　disclosed　in　the　upheaval　of　I〈aleitsu，　having　its　relation

with　the　resident　powers。
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